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「酪農乳業史研究」発刊にあたって

足立達

発起人会開催からほぼ1年。漸く酪農乳業史研究の初刊を、お手元にお届けできることになりました。

ご覧くだされば、すぐにお気付きのように、研究誌として十分な態をなしているとは申せないでありま

しょう。現在重きをなしている著名な学会誌といえども、小さな同人誌のような状態から出発した過去を

もつのが少なくないことに思いをいたしますと、私たちの研究誌の将来は、まさに内容充実の今後に懸

かっていると申しても過言ではないと存じます。

ここで、大変失礼なことは承知いたしておりますが、学術誌投稿にまつわる私的な体験の記述をお許し

いただきたいのです。その一つは客員科学者として一年間アメリカはペンシルベニア州立大学農学部に滞

在していた時のことです。まとめた研究論文を共同研究者だったスチュアート・パットン (StuartPatton) 

教授に渡した数週間後に、学内の複数の匿名審査委員からの詳しいコメント付きの論文が返却されてきま

した。このコメントに応えて受理され、はじめて学外の学衛雑誌に投稿可となることでした。その二は外

国の学会誌から、学会員でもなく、もちろん一面識もない小生に投稿された論文や学位論文の審査の依頼

があり、コメントをつけて論文を学会に返送すると、著者から詳細な返答が学会経由で寄せられ、遣り取

りの結果で受理決定がなされることでした。学会誌掲載の学術論文の新奇性、信憑性保持のために、学会

の周囲に張り巡らされたネットワークの意義を痛感させられた小さな経験でしたが、学術論文の重さを窺

うには十分でした。

研究が公開されるのは、学会なり研究会の主催する口頭発表および、あるいはポスター発表から開始さ

れるのが一般的であるのは申すまでもありません。しかしながら、これらの発表形式の場合の研究成果の

先取権主張のためには、座長証明を必須と定めた会があるなど、ことはそう簡単ではなく、やはり公認印

刷などの媒体での公表が王道です。

日本酪農乳業史研究会が本誌を発刊するのも、会員の研究成果を広く世界に発信するとともに後世に残

し、酪農乳業文化の発展に寄与するところにあります。日本国内からはもちろんのこと、できれば全世界、

とりわけアジア諸国からの投稿を期待したいのであります。本誌に英文要約を付記することにしたばかり

でなく、英語論文の投稿も歓迎するのはそのためです。日本語の学術論文誌の将来が明るくないことは、

すでに論じられて久しいのです。

このように本会発刊の志は高いのですが、少数会員からのスタートであります。正直に言って、今後の

投稿論文数確保への不安がないとは申せません。まだ種子が播かれたばかりです。発芽、育苗を経て、成

熟した草木となり、花が咲き、実を結ぶまでの道程が、なだらかのままに進むとは思いませんが、会員の

総力結集によって、初めて全行程踏破が可能となると確信しております。矢はすでに放たれました。乞い

願わくば的を射ぬかんことをであります。

（日本酪農乳業史研究会会長）
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日本酪農乳業史研究会の方向性

足立達

本日、日本の酪農・乳業の発展に、永年にわたって貢

献してこられた皆様に、まことに僭越ながら、このよう

な機会を与えられましたことを、ミルク研究に携わって

きた一介の研究者として非常な光栄に存じております。

さて、初めから個人的なことを申し上げて恐縮でござ

いますが、ミルクに連なる自然科学者として仕事を進め

ておりました時に、その研究分野の歴史的展開を踏まえ

なければならない局面に立ち至ることを、しばしば経験

して参りました。とくに、酪農・乳業分野の研究におき

まして、その資料探しにかなり苦労したのが忘れられま

せん。

酪農・乳業は、英語でDAIRY、ドイツ語でMIL

CHWIRTSCHAFT、あるいはMOLKEREI

LANDWIRTSCHAFT、フランス語でLAIT

ERIEという具合に、一つの単語で表現されておりま

すのは、ご承知の通りであります。また、スペイン語そ

の他のヨーロッッパ言語でも、このような傾向が見られ

るようであります。酪農が開始された中東においても、

旧約聖書の記述から、そのように推定されますので、欧

米では本来酪農・乳業未分離の概念として、これらの表

現が使用されてきましたし、今なお、国際的に使用され

ているように思われるのであります。現時点でのこの分

野に関する自然科学的研究推進に当たっても、 DAIR

Yなどの技術用語の入った、外国語の専門雑誌に眼を通

していれば、現状把握に事欠かずに済んでおりましたの

も、その証左でありましょう。

ところが、近年の日本では、一般的に乳牛を飼育して

妊娠・分娩の後に搾乳し、生乳を出荷するまでが酪農、

その後のミルクの工場への搬入、加工して流通経路に乗

せるまでが乳業というように、分かれて使用されるよう

になりまして、欧米と若干概念認識に違いが表面化して

まいりましたのは、皆様ご承知の通りであります。そし

て、これに対応するかのように、複数の専門学術雑誌に

掲載論文が分かれるようになりました。自国の関連情報

の検索が、その意味で不便になっているのは否めません。

それでも、ミルクが両者を結ぶ強い絆として、厳として

存在し、最重要の役割を演じている現実には、ここ日本

でも変わりはございません。

いずれにしましても、酪農・乳業分野の印刷情報は大

体これらの単語表題の入った主要専門雑誌に目を通して

いれば事足りていたのが、歴史的な資料になると、専門

雑誌は世界でも見当たりません。資料探しに一苦労どこ

ろか二苦労もしなければならないわけであります。今や

流行のインターネットのグーグル検索などでも、非常に

便利になりましたものの、検索用語の選択に影響される

ところが多く、現段階では本質的に差があまりないよう

に見受けられます。

このような状況は単に史的情報検索の側から不便であ

るばかりでなく、研究成果の公表、とくに印刷をはじめ

とする、文字を媒介とした発表の側からになると、事情

はさらに難しくなるようであります。投稿しても、レフェ

リー審査にまわされる前の段階で、投稿誌の目的に不適

合と判断され、受理されないかもしれない、と考える投

稿予備群がでてくるのは、当然であります。私の知る限

りにおいて、以前で例外ともいえますのは、岩波害店の

「科学史研究」に信州大学の松尾信ー教授の日本畜産史

文献の総覧に関する論文が掲載されたくらいでありま

しょうか。いずれにしましても、このような状況の下で

出足が鈍り、ついつい無審査誌に投稿する経路を選択せ

ざるをえなくなる可能性は否定できないでありましょう。

こうなりますと、貴重な情報が検索漏れになる可能性は、

ますます高まってしまいます。悪循環ともいうべきであ

りましょうか？貴重な知的財産の損失と申しても過言

でないと存じます。

日本酪農乳業史研究会は、このような潜在的需要を見

通して、関連情報提供の場を提供する、望むらくは国際

的な存在でもありたい、と念願して設立しようとするも

のであります。近年、日本から発展途上にあるアジア、

中東、アフリカなどの各地域における酪農・乳業の調査

研究、また僅かではありますが、外国への企業進出や製

品輸出が行われるようになりました。これらの情報が 日

本国内はもとより、国際的にも、史的情報としてますま

す重要性を高めていく、と信じて疑わないところであり

ます。

本日、本会場におきまして、これから皆様のご承認を

いただきました上で、発足いたします日本酪農乳業史研

究会は、設立趣意書に目的をお示しいたしましたように、

酪農、乳業を結ぶ動脈ともいうべき、ミルクの生産、利

用、流通、政策および文化などの史的研究発表を、活動

の中核に据えております。とかく分散しがちであった、

史的ないしは史的になりうる情報に公表の場を提供し、

今後の活用に資してまいりたいと熱望するものでありま

す。幸いにして、酪農、乳業の現場におられる大方の関

心を頂戴いたしまして、学会として広く認知される、 100
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名会員の入会を目指して、全力を挙げて活動してまいる

所存であります。

たとえば、狭い範囲の独断と偏見による経験からの私

見ですので、実際と違うかもしれませんが、これまで私

の所属しておりました複数の日本の学会では、搾乳から

原料乳の工場搬入までの生乳管理や、乳牛による牛乳生

産の技術清報は、非常に少ないという認識が私にはござ

います。液状乳消費率の国際的に高い日本のことであり

ますから、これらの分野において、生産現場において生

まれる技術情報が少ないとは私に考えられません。生乳

生産現場で働いておられる方々からも、生乳情報の必要

性と有用性を伺っております。このような史的観点から

も貴重な情報を、本会で取り上げられるならば、本会の

主柱の一つになりうるのではないか、と思量いたしてい

るところでございます。

忘れもいたしません。去年の7月21日付けのご書簡を、

かねてから尊敬申し上げておりました、長野賓博土から

突然いただき、本会結成に当たり、代表（会長）への就

任方のご依頼がありました。私自身の年齢からくる健康

状態を考慮いたし、正直申し上げてかなり悩みました。

しかし、長野博士の本会結成にかけておられる熱き想い

に感じ入り、皆様方からのご支持がいただけるようであ

るならば、内諾という形でご準備をお進めいただきます

ように、とご返事申し上げた次第でございます。

以来、長野博士と矢澤好幸氏とは仙台で直接お会いい

たし、あるいは文書による連絡を重ねてまいりました。

もとより本会運営の重責を担うに堪える器ではございま

せんし、衰残の身ではありますが、会創設に当たり、最

後の微力を尽くしたいと期しております。どうぞ変わら

ぬご支援、ご忠告を賜りますよう、衷心からお願い申し

上げ、蕪辞を連ねまして恐縮の至りですが、研究会発会

の挨拶とさせていただきます。

日本酪農乳業史研究会設立総会挨拶資料

平成 20年 4月26日

（日本酪農乳業史研究会会長）
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区

風土と歴史の文化複合としての酪農乳業

長野寅

人々の乳に対する思いはさまさまであろうが、人類や

国民などのレベルで見るとき、乳は古今東西において第

ー級に重要な食料であると確信している。

牛乳を生産する牛は、農業の主役であり、乾燥や寒冷

の不利地においても人類に繁栄をもたらしてきた。恵ま

れた農業地域においては、さらに多面性への強制力を発

揮して農業組織の発展に寄与した。

その牛の生産物である牛乳は、優れた食べ物であるば

かりきでなく、その加工、流通等において商工業の領域

の拡大を果たし、さらに人として喜びの文化を醸成した。

従って牛乳は「神が与えた最高の食品」としての称号を

アメリカでは与えられた。しかし、神は牛乳を無条件に

与えたのでなく 「最も危険な食品」として諸刃の剣とし

てでもあった。

すでに 16世紀末(1599年）のイタリヤ・ベニスにお

いては、不正牛乳に対して死刑を適用したし、アメリカ

へ移住後のニューヨークマンハッタン島の乳児病院

(1800S)では、牛乳に因る子供の死亡が最も多かったと

しヽう。

こうした事から法規制の最も厳しい食物になり、常に

科学的研究の要請をしてきた。即ち、乳は貴重、有用で

あると同時に危険でもあったので、人類との長い闘争を

必要とした。そして今も将来も不正牛乳（偽和牛乳）発

生の可能性を含んでいる。

乳は、野に実るバナナやイチジクのような自然的産物

とは異なり、はるかに人間との係わりが深い社会的産物

である。日本においても、古代の薬餌、あるいは醍醐と

して延期式などの古代法制により守られ、権力と結合し

てきた。

乳が不可欠で必需食品であった民族は、運搬や貯蔵に

工夫をこらして歴史を構築してきた。欧米白人にとって

牛乳の欠乏は耐えがたいものであったので、ハリスは、

唐人お吉に乳を要請した事などが充分理解できる。幕末

にみる白人の牛乳の要請は日本の開国にとって不可欠の

ものであったと思われる。明治初期の表徴も牛乳であり、

明治天皇や先覚者の牛乳にかける思いは民族自尊の盾と

映ったのであろう。

やがてわが国の乳業は政策の対象になり、明治 6

(1873)年 5月 15日の大政官布告を受けて、同年 10月

1日東京府は「牛乳搾取人心得」を布告、次第に各地方

に同様な規則を公布、明治 33(1900)年内務省令「牛乳

営業取締規則」として全国統一した。そして牛乳・乳製

品は国民的必需品となった。この 100年における日本の

乳業発展の歴史は、世界的視角から見ると特異な存在で

あり、この足跡を辿っておくことは、われらの後世のた

めだけでなく、今後発展するであろう後発諸国の範とし

て貴重な記録となるに違いない。

他面、わが国において乳の生産、利用における「価値

観」が乳の先進的諸国に比べて一般的に浅薄であるよう

にも感じている。簡単にいえば先に述べた乳の貴重性、

有用性に対して「重み」がないことである。

人でも国家でも「素姓なければ品格に乏しい」という

誹を受けるが、乳の歴史を知ってこそ、「乳の品格」「乳

文化」が定まるものだと思う。乳の足跡を尋ねることは、

乳の文化を育むことでもある。

かつて ECKLES等（1951年）は、近代乳業の発展の要

因として、乳の工場組織、機械の改良、輸送技術の進展、

経済要因、科学技術の開発、乳牛の改良を上げているが、

もっと広く、かつ具体的に酪農乳業の発展要因を整理し

ておくことが必要である。例えば、牛（乳畜）の改良史は

もちろん飼料生産技術、栄養科学、防疫科学とその行政史、

乳質改善史、乳加工処理技術史、生産、流通、消費に係

わる政策史など、乳に係わる森羅万象に対する人間の取

り組みを網羅すれば際限なく広大な領域に達する。

即ち、乳文化は一次元や二次元の事では満足せず、あ

らゆる文化の複合化をもってなる文化複合の典型といえ

る。領域の風土と人智の闘争の歴史によって乳文化は成

立するものと考える。

吾らの前には無尽蔵の資料が眠り、それを活字として

事跡を残すことができれば、吾らの本望であるといえる

だろう。後世の遺産となるべき一筆をこの誌に記してお

゜
＞

つこ

日本が歩んだ乳の道は、本当に正しかったのか、誤り

はなかったのか、称賛と疑念を反省する中にあってこそ、

正しい道を知るのではないだろうか。

（日本酪農乳業史研究会副会長）
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｀ 酪農・乳業政策展開の軌跡
中瀬信―

1.戦前の酪農・乳業の概況

明治期以降、北海道や千葉県などで発祥した酪農は、

各地に林立した練乳会社と共存的に発展する一方、大都

市近郊にあっては搾乳業者に依存した市乳供給が一般化

するなど産業基盤は徐徐に確立してきた。

昭和初期の経済恐慌で疲弊した、米麦作に依存してき

た農業と農村を、家畜の導入によって賦活するとの発想

のもとに、昭和 6(1931)年に 「有畜農業奨励規則」が

公布され、これが酪農発展の大きな原動力となった。

酪農は、カゼインが航空機用の接着剤として軍需に係

わったこともあって、飼料事情の悪化にも係わらず、終

価な生乳の生産確保が可能となった。

イ）その後酪農は「集約酪農地域」以外でも広く普及し

始め、それらの地域での酪農経営の改善や安定も行

政上の課題となってきたので、国は昭和 34(1959) 

年に 「酪農経営改善計画制度」を発足させ、酪農の

生産や販売の条件が一定の基準に適合する市町村が、

当該地域の酪農の振興や経営の目標を年次計画で定

めた場合、その計画に即した支援を行う措置がとら

れた。この制度が後の 「酪農近代化計画制度」に発

展した。

戦に至るまで必要生産水準は維持されていた。終戦直前 3.需給問題の発生と価格流通政策の導入

の昭和 19年の乳牛頭数は25万頭、生乳生産量は34万卜 （1)乳価紛争の多発

ン程度であった。 復興に専念し、生産力を高めてきた酪農も、昭和

2.戦後の復興と振興

終戦後は、軍需目的もなくなり、しかも牛乳の生産に

は人の食糧と競合する濃厚飼料を必要とすることから乳

牛の食い潰しが進行し、昭和 21年の乳牛飼養頭数は 19

年の実績を約4割下回る 15.5万頭に、生乳生産量は約 6

割減の 15万トンに落ちてしまった。戦後の酪農の復興は

このレベルから始まった。

(1)復興の第一弾は有畜農業の奨励

ア）昭和 22(1947)年に 「畜産振興5カ年計画」が策

定され、計画通りに 27年までに戦前レベルまでの回

復を達成した。

イ）昭和 27(1952)年には更に「畜産振興 10カ年計

画」が策定された。その梃入れ措置として、翌 28

(1953)年に「有畜農家創設特別措置法」が制定され、

家畜導入のための資金手当てや家畜の貸付けが行わ

れたが、この施策によって乳牛の導入数が飛躍的に

増加した。

(2)第二弾は 「酪農の振興に関する法律」（「酪振法」）

の制定

ア）昭和29(1954)年に制定された 「酪振法」の柱は、

国による「集約酪農地域」の」指定であった。この制

度により、全国で82ヶ所の酪農に適した地域が指定

され、それらの地域に輸入ジャージー牛を導入する

とともに、酪農振興のための融資や補助事業が重点

的に投入され、酪農経営の安定的な確立と良質で安
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28 (1953)年頃から、生産は増加する一方需要がそ

れに伴わないという事態が起きてきた。このような

状況に対応して乳業者が生産者からの買い入れ乳価

を引き下げたために生処間の乳価紛争が起きた。政

府は乳業者への債務保証、乳製品の調整保管、更に

は牛乳の学校給食の実施等の行政手法で対処した。

以来、経済環境の変化や需給の不均衡が起きるた

びに乳価紛争が繰り返されるようになった。

(2) 「農業基本法」（「農基法」）の制定

このような生産の増大と需要や価格のミスマッチ

は酪農のみならず日本の農業の多くの部門に及ぶと

ともに、高度経済成長の進展につれて農工間の所得

格差も広がるなど、増産一筋に進んできた農家に将

来の不安が募ってきた。そこで政府は昭和 36年に

「高度経済成長の中で農業を産業として確立するこ

と」を可能とする指導理念を盛り込んだ「農基法」を

制定した。

この基本法の要点は、①生産の選択的拡大，②農業

構造の改善、および③自立経営と協業の助長によっ

て農業生産性の向上を図り、農業と他産業との所得

格差を解消する、というもので、畜産は園芸部門と

ともに選択的拡大のチャンピオンと位置づけられた。

(3)「畜産物の価格安定等に関する法律」（「畜安法」）の

制定

「農基法」の理念を戴して、昭和 36(1961)年に

「畜安法」が制定され、畜産行政に初めて価格安定制



度が導入された。この制度は、原料乳の安定基準価

格と指定乳製品の安定価格帯を設け、この法律に基

づいて設立された畜産振興事業団の市場介入操作に

よって指定乳製品の価格を安定価格帯の範囲内に収

めるよう意図されたものであったが、原料乳の安定

基準価格を「再生産を確保することを旨とする水準」

として定めることに制度運営上の無理があり、法体

系の再検討を余儀なくされた。

(4) 「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法」（「不足払

い法」）の制定

牛乳・乳製品の合理的な国内取引のあり方と国際

的な対応の両面から慎重に検討された結果、昭和40

(1965)年に「不足払い法」が制定された。

この制度は、

① 生産者には生産費を償うに足る価格を保証する

一方、乳業者は生産者に対して主要乳製品の市

価から逆算した乳価から、製造販売経費とマー

ジンを差し引いた、いわゆる支払い可能な乳代

を支払えばよく、その両価格の差額は国が補給

金として不足払いをするというシステム、

② 指定乳製品の市況が安定価格帯の範囲内に収ま

るように畜産振興事業団が必要に応じて買い入

れ、輸入及び売り渡しを行う、

③ 価格安定のために必要な 7品目の乳製品の輸入

は国家貿易品目として畜産振興事業団が一元的

に行う、

という、 3つの要素からなっているが、その実効を

期するために、各都道府県に、法に基づいて生乳の

取引を行う一つの生産者団体が指定され、その団体

が生乳の一元集荷多元販売を行い、事業団から得た

生産者交付金を含めた代金を生産者に支払う、とい

うものであった。

この 「不足払い制度」は平成 12年の大改正に至る

まで 35年の長きに亘って安定的に運用されたが、こ

の制度によって、それまで紛争に明け暮れしていた

生処間の利害関係は合理的に調整され、乳業と酪農

の安定的かつ継続的な発展の基礎が作られ、この時

期を境に酪農の「多頭化」と「機械化」による生産

カの増大が本格化した。

(5) 「酪農近代化計画制度」（ 「酪近計画制度」）の発足

昭和 40(1965)年の「不足払い法」の制定と時を

同じくして、「酪振法」の改正が行われ、国、県、市

町村が連携して計画的に酪農の近代化を図る「酪近

計画制度」が発足した。

同年には更に「土地改良法」や 「農地開発機械公

団法」の改正も行われて草地改良面積の拡大促進体

制も整備された。

4.畜産危機と経営安定対策

昭和47(1972)年の世界的な穀物の不作とソ連の小麦

と飼料穀物の大戴買付けによる飼料穀物価格の高騰、及

び昭和48年の第4次中東戦争の勃発に伴うオイルショッ

クの煽りを受け、わが国の畜産はいわゆる「畜産危機」

に翻弄された。この危機により戦後一貫して増加を続け

てきた酪農生産も 2~3年間は低下を余儀なくされ、経営

は巨額の負債に苦しんだ。

この危機に際して政府は、①加工原料乳の保証価格の

大幅引き上げ（昭和 49年度 44.5％アップ）、②飼料価格

安定基金財政の破綻を防ぐための制度の創設や充実を含

む各種の財政措置，及び③赤字にあえぐ畜産農家の経営

安定のための資金貸付や利子補給の実施、等々の措置を

講じて危機を凌いだ。

5.生乳の生産過剰問題の発生と計画生産

やがて昭和 51(1976)年頃には「畜産危機」も沈静化

し、景気回復に伴い、昭和 52~53年頃には乳価や飼料価

格も危機以前より一段高い水準での「新価格体系」が形

成されるとともに、収益性も改善され、飼養頭数や一頭

当たりの搾乳量が増えたこともあって、生乳生産量が消

費量を上回る過剰基調が顕著になってきた。その結果バ

ターや脱脂粉乳の増産が市況の下落をもたらし、事業団

による買い上げも行われた。

こうした需給の構造的とも見られる変調に対処する方

策が検討された結果、昭和 54年度から「生産者団体によ

る自主的な生乳の計画生産」が実施されることとなり、

爾来、その時々の需給情勢に即応した措置を講じながら

今日に至るまでこの体制が保持されている。

6. 「酪振法」を「酪農及び肉用牛の生産の振興に関する

法律」と改名

計画生産体制下の酪農経営においては、牛乳の増産以

外の所得拡大策として、酪農経営内部における、主とし

て乳用雄牛の産肉機能を活用する「乳肉複合経営」への

取り組みが加速されることとなった。このように近年酪

農部門と肉用牛部門の関係が密接なものとなって来たの

で、昭和 58(1983)年には「酪振法」が「酪農及び肉用

牛の生産の振興に関する法律」と改名され、この法律に

より、国が「酪農及び肉用牛の近代化を図るための基本

方針」を策定し、この計画に基づいて、酪農に併せて肉

用牛生産についても国、都道府県、市町村が一貫した計

画を立てて生産振興を図ることとなった。

7.国際化への対応

(1)開放圧力の強まり

ア）わが国は昭和 25(1950)年に占領軍から貿易の自

主権を回復し、貿易為替管理制度を定めて民間貿易
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を再開した。当時の貿易政策の基本は、保護育成す

べき部門は輸入制度と関税で守る一方、国産の少な

いもの或いは生産に必要な資材等は自由にしかも極

力安価に輸入するとの考えであったようで、例えば、

基幹的な乳製品はがっちり守るが、当時それほど重

要とも認識されなかった乳製品の輸入は自由化する

とともに、畜産生産資材である飼料類も極力自由化

し、関税も減免ないし無税とする等の措置がとられ

ている。昭和 26~27年頃までに、ナチュラルチーズ、

乳糖、カゼイン、ココア調製品等の輸入が自由化さ

れ、飼料輸入関係諸施策もこの考え方でスタートし

たことは、その後の畜産政策構築上問題を残したよ

うに思われる。

イ）戦後、世界規模のガット貿易交渉や、二国間貿易

交渉が繰り返されてきたが、畜産物の中でも乳製品

は余り深刻にクローズアップされることはなかった。

しかし、昭和 61年 7月に、乳製品を含む 12品目の

残存輸入制限品目について米国がガット提訴を行い、

日本側がクロと裁定された結果、プロセスチーズ、

アイスクリーム、フローズンヨーグルト等々の自由

化を約束させられたことに始まり、その後事態は次

のように急速に展開した。

ウ）同じく昭和 61年の 9月に始まり平成5年 12月ま

で7年以上に及んだウルグアイラウンド交渉の結果、

酪農・乳業部門の保護政策は、「例外なき関税化」と

「関税削減の対象」となる、いわゆる 「黄色の政策」

に該当するとして、①バター、脱脂粉乳等の輸入割

当品 目や国家貿易品目は全て関税化され、②すでに

自由化しているナチュラルチーズ、アイスク リーム、

フローズンヨーグルト等々の乳製品については関税

率を原則として 15％引き下げることとされ、更に③

国家貿易品目については毎年生乳換算 127,000トン

のカレン トアクセスの輸入を約束させられた。

工）平成7年 1月にガットに代わる国際貿易組織とし

てWTO（世界貿易機関）が発足し、平成 13(2001) 

年 11月に、新たな国際貿易ルールを構築するための

ドーハラウンドが開始された。 7年に及ぶ交渉の末、

一時は妥結も予想された平成20年7月の閣僚会議が

不調に終わり、交渉は中断されたままとなっている。

今回の交渉を通じて提起された議題の中で、特に

わが国農業に重大な関わりを持つとしてわが方が強

く主張して来た事項は、

① 関税に上限を設定する「上限関税」の導入の阻

止、

② 関税引き下げの困難性を認める「重要品目」の

十分な数の確保、

③ 関税削減と AMS（助成合計量）算定の方式につ

いての柔軟性の確保、

等であるが、今後の交渉の帰趨如何ではわが国の酪

農にも重大な影響をもたらす恐れがあるので、前途

予断を許さぬ厳しい情勢が続いている。

オ）豪州との間で継続している、酪農品問題も含まれ

るEPA交渉を筆頭に、FTA交渉を含む 2国間交渉の

今後の展開振りも同様に注視の要がある。

(2) 「食料・農業・農村基本法」（「新基本法」）の制定

昭和 36年に農業基本法が制定されてから 40年余

を経て、農業を巡る内外の情勢、取り分け、ウルグ

アイラウンド交渉の開始に象徴される開放圧力の商

まり等が契機となって農業政策の枠組みの見直しが

行なわれ、平成 11(1999)年 7月に 「食料・農業・

農村基本法」が、翌 12(2000)年には同法に基づく

「食料・農業・農村基本計画」が公表され、今後の

農業の進むべき方向と目標数値が示された。

「新基本法」のポイントは①土地を如何に有効に

活用して食料自給率を向上させるか、②担い手を如

何に確保するか、そして③価格政策に市場原理を導

入すべきである、という 3点に要約されよう。

(3) 「不足払い法」の改正

酪農・乳業政策についても、来るべきWTO交渉

においてAMS （助成合計抵）の削減が一層求めら

れるとの想定のもとに法律改正準備が進められ、平

成 12年 3月に 「新たな酪農・乳業対策大綱」が公表

され、この大綱に基づいて改正された 「不足払い法」

が平成 13年4月に施行された。その内容は次の通り

である。

ア）行政価格の廃止

加工原料乳の取引価格に市場の実勢を反映させる

ために、国の定める保証価格と基準取引価格を廃止

した。また、乳製品の安定指標価格も廃止され、農

畜産業振興事業団による従来形式の市場介入措置も

廃止された。

イ）加工原料乳生産者補給金の支払い方式の見直し

従来の算定方式に基づく保証価格の支払いは廃止

されたが、加工原料乳の取引条件が飲用乳に比して

不利である点を補うために、生産者補給金を支払う

ことは継続された。但しこの補給金は生乳や乳製品

の価格水準には係わりなく、生産費や乳輩などの生

産条件の動向を反映して設定されることとなった。

ウ）生産者に対する経営安定対策の導入

新たな制度の下では、加工原料乳価格の変動が生

産者の経営を圧迫する事態が想定され、そのような

変動が生産者の経営に与える悪影署を緩和する対策

が必要とされた。そこで、平成 13年度から、加工原

料乳価格の低落に備えるため、国と生産者が 3対 l

の割合で基金を造成し、加工原料乳の全国平均価格

が過去 3年間の平均を下回った場合にその低下分の
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80％を補填すると言う経営安定対策が実施されるこ 「基本計画」においては、特に国土の有効利用を前提

ととなった。 とした食料自給率の維持向上の必要性が強調されており、

8.最近の特筆すべき畜産施策の展開

近年の特筆すべき動きとしては、畜産界も今や生産、

価格、流通部門の整備のみならず、家畜伝染病の予防と

防圧問題も含め、これらに関連した消費者に対する情報

の開示による安全、安心感の保証が著しく重要性を増し

ている。また、環境問題への対応と有機循環型の畜産業

の構築のためにも、排泄物の適正な処理が強く求められ

ている。

平成13年9月のBSEに感染した乳牛の発見は畜産界

のみならず国民各層に衝撃を与えた。国は直ちに感染の

防圧を防ぐこと等のために「牛海綿状脳症対策特別措置

法」（平成 14年 6月）の制定等、各般の行政措置を講ず

るとともに、牛の個体ごとにその生産、流通、消費の実

態を確認しうる措置として、「牛の個体識別のための情報

の管理及び伝達に関する特別措置法」（「牛のトレーサビ

リテイー法」） （平成 15(2003)年6月）を制定して、牛

産業の透明性の高い合理化の促進に努めている。

環境問題に関しては、平成 11(1997)年 7月に「家畜

の排泄物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」

が制定された。その結果、法に定めた期限である平成 16

(2004)年 11月までに野積みや素掘り等の不適切な管理

は殆ど見られなくなった。

9.酪農の現況と今後の展望

近年の酪農の進展ぶりを振り返ってみると、生乳の生

産規模は昭和 54年の生乳の計画生産体制の発足後も年

毎に増減を示しながら増大の傾向を辿ったが、平成8年

の866万トンをピークに生乳需要の停滞と輸入の圧力等

を反映しながら縮小の傾向を示している。

平成20(2008)年現在の酪農の規模は、飼養戸数は 2.4

万戸、飼養頭数は 153万頭、1戸当り飼養頭数は 40.9頭、

生乳生産量は802万トン、1頭当り乳量は 7,990kgとなっ

ている。

今後の見通しについては、平成 17(2005)年に、 5年

を目途に改正される「食料・農業・農村基本計画」と「酪

農肉用牛近代化基本方針」が公表されている。

国民に供給される熱量の 5割以上は国産で賄うことを目

標とすることが適当であるとした上で、現実的対応とし

ては、基準年次（平成 15(2003)年度）の 40％に対して、

平成 27年度の新目標を旧目標 (22年度）と同じ 45％と示

している。飼料自給率についてはTDNベースで25％を35%

に引き上げるとしている。

「基本方針」に示された酪農の位置づけと展開方向と

しては、酪農は地域活性化や国土の有効利用や自然環境

保全に果たす役割が大きいことに鑑み、国際化の進展に

対応しうる、自給飼料基盤に立脚したわが国農業の基幹

部門として振興すべきであるとしている。

酪農関係の平成 27(2015)年度を目標年次とする新計

画の数値を平成 22(2010)年を目標年次とする旧計画数

値と比較してみると下表の通りであり、近年の牛乳消費

の停滞等を反映して酪農の成長ぶりがトーンダウンして

いる様子が伺える。

今後の展望については、最近一両年の間に俄かに変

わった世界的な資源と金融経済を巡る危機的な情勢が、

石油や飼料穀物価格等の生産資材価格の急騰を招き、世

界の酪農事情も，乳製品価格の高騰や供給の逼迫を招く

など、それらがわが国の畜産界にも今までとは大きく異

なる厳しい逆風をもたらし、第二の畜産危機を招来して

いる最中であり予測は難しい。今回の危機は上述した前

回の危機より、期間も規模も、そして蒙るダメージとそ

の影響もはるかに大きい。根本の対応にさかのぼれば、

原因はグローバリズムや市場原理の在り方やその運営の

是非にまで及びかねないと思われる状況である。

目下、国を挙げての各般に亘る畜産農家救援措置が講

じられ、消費者や末端流通部門等への理解酸成要請運動

等今までと違ったアプローチもなされているが、酪農家

の更なる離農を防ぐためにも今後一層の智恵出しと力出

しが求められている。平成22年に次回の公表が予定され

ている 「基本計画」と 「基本方針」の見直し結果の中に、

危機克服と更なる発展への曙光を見出したいと願うこと

切なるものがある。

（（財）日本乳業技術協会理事長）

酪農近代化計画目標

旧計画 新計画

平成 9年 平成 22年 伸び率 平成 15年 平成 27年 伸び率

牛乳乳製品 l人当たり消費量 93.2kg 100kg 7.3% 93.1kg 95kg 2.0% 

生乳生産量 863万トン 993万トン 15.1% 840万トン 928万トン 10.5% 

乳牛飼養頭数 186万頭 180万頭 -3.2% 169万頭 162万頭 -4.1% 

牛乳乳製品自給率 71% 75% 69% 75% 
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｀ わが国における乳牛改良の略史
香川荘一

私に与えられたテーマは「わが国における乳牛改良の

歴史」ですが、わが国の乳牛改良は百年以上の長い年月

を掛けて、民間の牧場を含め、国、都道府県などが各地

でこれまで様々な努力を重ねられています。その歴史を

述べるには紙数もさることながら、筆者の知識、能力で

はとてもここに記すことは不可能であり、それらの詳細

は後日、知識、経験の豊富な方の記録に譲りたいと思い

ます。折角の機会でありますので、今回はここ 30年～40

年間に、官民一体となって組織的に乳牛改良への取組み

がなされ、その結果、飛躍的に泌乳能力が向上し、近年

のわが国の酪農の安定•発展に大きく貢献していること

について触れてみたい。

わが国の酪農は、 45年前の昭和 38(1963)年に飼養戸

数が 413,000戸とヒ ー゚クに達して以降減少に転じ、外延

的拡大から規模拡大の時代に転換した。これまでの副次

的、副業的酪農から専門的、専業的経営への転換の動き

が出できて、泌乳能力の向上など乳牛改良の促進が強く

求められるようになった。 一方で技術的には凍結精液の

普及が始まり、精液の広域流通が可能となってきて、優

良な種雄牛の精液の広域流通で改良の促進が期待される

反面、低能力牛の精液が広範に流通するリスクも生じて

きた。

このような状況を背景に昭和 34(1959)年に開始され

た「乳牛産乳能力検定事業」を喘矢として、国でも組織

的に乳用牛の改良事業に取組むこととなり、様々な乳用

牛の改良事業が進められることとなった。なかでも昭和

46 (1971)年に始められた優良種雄牛選抜のための「優良

乳用種雄牛選抜事業」、また、乳用雌牛群の能力の向上・

把握のため昭和 49(1974)年に始められた 「乳用牛群改

良推進事業」は、その後のわが国の乳用牛の能力の向上に

大きく貢献し、現在に至っている。

これらの事業が始まる前の昭和 30(1955)年代後半か

ら40(1965)年代の始めまでは、全国の経産牛 1頭当た

りの平均乳量は4,400kg~4,500kgで低迷していたが、そ

の後泌乳量は飛躍的に上昇し、平成 19(2007)年現在で

は7,988kgと、1.8倍の水準に達している。

わが国の生乳の生産者価格が昭和 53(1978)年をピー

クにこの 30年間低下の一途を辿る中で、 1頭当たりの生

産費は漸増を続け、酪農経営にとって厳しい情勢が続い

ていた。しかし、生産費の上昇を上回る 1頭当たりの乳

量の伸びが幸いして、わが国の酪農はこれまで何とか発

展を続けることができた。

乳用雌牛については、牛群検定事業への取組みが北海

道を中心に年々進み、現在では北海道で76%、全国では

58％の乳用雌牛が参加している。酪農経営にとっては、

泌乳量の多寡が収益に及ぼす影響が大きいこともあり、

改良面でも重点がおかれている。その結果、平成 19

(2007)年の牛群検定参加雌牛の経産牛1頭当たりの平

均乳量は 8,785kgで、全国の総平均を上回る。 一方で、

牛群検定未参加の 42％の雌牛の平均乳最は6,861kg程度

とみられ、牛群検定参加雌牛に比べ 1,942kg、 22％も低

い。このことはわが国の乳用雌牛の潜在的能力は高く、

まだ多くの牛に改良の余地があることを示している。

一方、種雄牛については、全て国内の牛群検定参加牛

により後代検定が実施され、その結果にもとづき上位40

頭程度が利用されている。種雄牛は全て国内の（社）家

畜改良事業団、（社）ジェネティックス北海道、（株）十

勝人工授精所の三事業体の種雄牛センターで繋養され、

凍結精液として全国に供給されている。わが国も種雄牛

について国際的な評価を得るため、平成 15(2003)年に

種雄牛のインターブル国際評価に参加したが、常にトッ

プクラスの評価を得ているとともに、国産種雄牛を父と

して国内で生産された種雄牛が、種雄牛ランキングの

NTPの上位を占めるまでになってきている。

現在わが国の酪農は、飼料穀物の高騰などによる、コ

スト上昇の危機に直面し未曾有の苦難の時を迎えている。

ここ数十年、乳牛の改良努力の成果が酪農の安定•発展

を支えてきたことの経緯を考えると、乳牛の改良につい

ては今後とも引き続き努力を重ねる必要があると考える。

ただ、乳牛の改良体制は現状が不十分なだけでなく、

近年、国、地方自治体で進められている財政改革、酪農

団体の再編統合などにより体制の弱体化が心配されてい

る。牛群検定事業においても全国の 4割近くの乳用雌牛

が今だ未参加であり、県別の参加割合も 90％のところか

ら、 10％に満たない低いところなど地域間の格差が大き

い。この背景には、経営規模の拡大とともに乳牛個々の

能力だけでなく牛群全体の能力の向上が必要となってき

たが、依然として小規模経営時代の感覚のままで牛群全

体の改良への取組みが進んでいない経営者側の問題もあ

る。
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牛群検定実施牛と未実施牛の乳量の比較

（経産牛 1頭当たり年間生産量）
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そもそも牛の改良は、泌乳能力の向上だけでなくわが

国の気候風土や経営の方針、形態に沿った牛群の確保が

目的であり、そのための牛の選択、淘汰が必要であると

考える。

昭和48(1973)年の飼料穀物危機、第一次オイルショッ

クの時、今と同じように飼料が商騰し、自給飼料生産の

拡大、草地の活用、放牧の促進が声商に叫ばれ、それに

合う牛の改良が叫ばれた。しかし、その後飼料価格が落

ち着くと共にいつしか輸入飼料への依存度が高まり、素

牛の育成も外部依存が主体を占めるようになった。また、

精液の輸入も増加し、現在では国内流通量の約四割近く

まで増加している。

酪農経営にとっては乳牛の個体能力が高いだけでは優

良な経営とはなり得ない。農林水産祭などで優秀経営事

例として取り上げられる経営をみても、 1頭当たりの泌

乳量は他の経営に比べて特に目立つほど高い経営が多い

わけではない。放牧や自給飼料重視等自らの経営方針や

経営形態に合わせた牛群の整備をはかり、高い収益を上

げているものが多い。

わが国酪農の大きな課題は、生乳の需給、生産者価格、

これらに関わる振興策等で、これらは常に表舞台で活発

に議論され、それなりの成果を上げてきた。一方、乳用

牛の改良問題は、これまで酪農問題の主役として表舞台

で誦論されることはなかったが、その影で関係者の地道

な活動が進められここまでの成果を上げてきた。しかし、

乳用牛の泌乳量の増加など、改良面で今後とも今までの

ような成果が得られるかどうかは難しい事態となってい

る。乳用牛の能力の向上、飼養管理の在り方等は酪農生

産の基本に関わる部分である。現在、わが国の酪農が未

曾有の危機に直面している時、これからはこれらの課題

も含めて、わが国の気候風土、経営の条件に沿った酪農

生産について、もっと表舞台で議論されるべき時ではな

かろうか。

今後の酪農乳業史の中で、これからのわが国の酪農生

産と乳用牛の改良問題がどのように記録されるかは、現

在これらの課題に関わっている方々の肩にかかっている。

（元家畜改良事業団理事長）
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｀ 近代日本におけるチーズ製造に関する紹介書、 (2題）- (1)『牧牛利用説』について―

細野明義

わが国への乳製品の最初の伝来は七世紀であり、その

頃すでに「酪」、「蘇」（「蘇」）、「醍醐」などの乳製品の製

造技術が遣唐使によって伝えられていた。しかし、これ

らの乳製品からわが国独自のチーズが誕生することはな

かった。『類緊三代格』には大化年間 (645-650)に福常

（別名 善那）が父親の智聡（中国の三国時代の覇者で

ある呉の出身）から牛乳を搾る術を習い、飲用したこと

が記されている。平安末期、大陸との交流が衰退するに

つれ、乳文化は歴史の表に出ることはなく、徳川幕府が

終焉する 19世紀半ばまで空白になっている。安政年間

(1854-1860)日本に黒船が到来した際、タウンゼン ト・

ハリス (1804-1878)が牛乳を飲みたがり、それを入手

するために皆が困った話は有名である。やがて、鎖国政

策が解かれ、明治の世が始まると、西洋文化が入り込み、

当時の進歩的な人たちによって牛乳の効用が喧伝された。

時あたかも、腰刀を失った多くの士族が殖産を志し、大

久保利通、山縣有朋、由利公正らも士族商法の中でも当

たり業となっていた搾乳業を開始している。幕末・明治

の異オで、箱館（函館）戦争の先頭に立った榎本武揚も

その一人である。幕府の奥医師であった松本良順は榎本

武揚の伯父に当たり、また順天堂大学の前身である「順

天堂」を創立した佐藤泰然の厳父でもある。良順は「結

核には牛乳が一番」と牛乳の飲用を強く推奨したことで

も有名で、義理の伯父で、徳川からの禄を失って生活に

困っていた坂川嘗晴に勧めて東京麹町（現東京都千代

田区麹町）に牛乳搾取所を開かせている。また、坂川営

晴と並んで牛乳商の筆頭に出てくる人物に前田留吉がい

るが、彼は明治 4(1871)年に日本で最初に搾乳業を始

めた人として知られている。

こうした人達による牛乳搾取所の開設と前後して西洋

型チーズ製造技術を伝える紹介響が刊行されており、そ

の中で筆者自身が実際に原本（実物）を手に取り、内容

を精査したのは二点のみである。その一つが本稿で紹介

する『牧牛利用説』であり、もう一つが江戸において「蘭

学中期の大立者」と称された宇田川玄真(1769-1834)の

著した『遠西醤方名物考』（次稿）である。

なお、本稿は 1989年出版の『新説チーズ科学』で筆者

が『牧牛利用説』について解説したもの 1)から多く引用

していることを最初にお断りしておきたい。また、この

二つの紹介書の他に和仁皓明氏が紹介した『乾酪製法記』

（明治 10(1877)年刊行）がある。これは黒田清隆北海

道開拓使の配下であった迫田喜二が翻刻したものである。

これについては同氏の詳しい紹介文 2、3、4)があるので、

ここでは触れないことにする。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

明治 8(1875)年、内務省勧業寮（農業関係の行政を

担当していた部局で、明治 10年勧業局となり、明治 14

年農商務省農務局となる。この農務局はのちに農林水産

省となる。）から刊行されたのが『牧牛利用説』であり、

『獨逸農事圏解』に訳載されている。『獨逸農事圏解』は

全31葉からなり、『牧牛利用説』（図ー1)は第 16番目

に記載されている。『牧牛利用説』は近代日本のチーズ製

造技術を伝えている点で歴史的に重要な価値をもってい

るが、『獨逸農事圏解』の中の一葉であることから、『牧

牛利用説』の名はあまり知られていない。おそらく、こ

の翻訳図説はヨーロッパにおけるチーズやバターの製造

法を詳しく紹介した当時を代表するものの一つであった

に相違なく、上記の『乾酪製法記』と並んで明治 17年に

農商務省から発刊された『牧牛手引草』をはじめとする

明治初期・中期における乳製品製造に関する啓蒙書など

の底本になっているものと考えられる。

本図解の原著は田中芳男が明治6年オーストリアのウ

イーンで開かれた万国博覧会に参加して持ち帰ったもの

である。著者はアントン・ハンチンゲンで、 ドイツ語で

書かれたものと推測される。原本の名称ならびに発行年

月日は不明である。それをオランダ人ファン・カステル

に和訳させたものを平野 榮、鳴門義民が校閲したと記

されている。この『牧牛利用説』には 54cmX70cmの和

紙全面に 41にも及ぶカラー刷りの挿絵が描かれている。

主な挿絵を原訳のタイトルと共に図 2～図 10に示した。

この翻訳図説を校閲した嗚門義民は、明治4年に東京

芝露月町（現 東京都港区新橋付近）に開いた明治初期

の代表的英学塾「鳴門塾」の塾主で、万延元(1860)年

から明治2(1838)年までの 10年間、ジェームス・カー

ティス・ヘボン (1815-1911)について英語を習い、後に

大蔵省租税権中庸になっている。平野榮については不詳
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である。

また、この図説を持ち帰った田中芳男は幕末より大正

時代にわたって活躍した植物学者で、天保 9(1838)年

田中如水の三男として長野県飯田市に生まれている。幼

名を芳介といい、 18歳で名古屋に赴き、藩儒塚田某に学

び、また本草家伊藤圭介に付いて物産学を学んでいる。

文久元 (1861)年フィリップ・フランツ・バルタザール・

フォン・シーボルト (1796-1866)に面接、文久2年幕府

蕃書取調所物産学出役を命ぜられている。文久 3年、江

戸千住小塚原（現 東京都荒川区南千住付近）で池田多

仲から罵の解剖方法を学び、慶応 3(1867)年パリ大博

覧会に出向したのをはじめ、幕末から明治時代にかけて

開催されたほとんどの世界万博に参加し、帰朝後は諸国

物産の調査に従事している。明治維新後は文部省に出仕

し、明治21(1888)年5月元老院議官となったが、23(1890) 

年 9月、その廃官に先立って貴族院議員に勅選された。

彼は植物学のみならず、水産学にも精通し、大日本山林

会長、大日本農会および水産会の顧問などにも任じられ、

産業界に貢献すること、大であった。大正4 (1915)年

に男爵の爵位を授けられ、翌 5(1916)年 6月 21日79

歳で没している。この『牧牛利用説』は駒場農学校（現在

の東京大学農学部）から幾多の人の手を経て、現在信朴1大

学図書館に所蔵されており、田中芳男の故郷である信州

との不思議な因縁を感じる。

ところで、牧牛利用説にその製造法が紹介されている

チーズはエメンタールチーズ (Emmentalcheese)である。

このチーズは 15世紀頃よりスイスでつくられており、ス

イスベルン州のエンメ (Emme) の渓谷（ta!)にその名

が由来している。大型の硬質チーズで、プロヒ°オン酸発

酵によって出来た大きなチーズでアイをもっている。ス

ターターには、ストレプトコッカス・サーモフィラス

(Streptococcus thermoph11us)、ラクトコッカス・ラクチ

ス (Lactococcuslactjs)などの乳酸菌と、プロピオニバ

クテリウム・シャーマニ(Propionibacteriumshermani)が用

いられている。エメンタールチーズはスイス以外の国で

はスイスチーズと呼ばれ、「チーズの王様」として世界中

に知られている。硬質ながら、芳醇な風味と特有の廿い

ナッツ様の味をもち、熟成が進むとコクのある味となる。

『牧牛利用説』に記されているエメンタールチーズの

製造法の一部分を原文のまま紹介すると、次のとおりで

ある。

「乾酪製法は其術容易からず。経験熟達の人ならずば

各種の性分より離出するを知る能はず。エメンタールの

製法は乳汁に脂肪を投じて之を煮、又塩を加ふ。リンブ

ルケルは否せず。エメンタールの製法は乳汁を銅釜に投

し、レウムJレ氏の二十五度乃至三十度の温熱を取りて胃

液を注入す。僅かに半時間にして塊となる。而して播木

或は木刀、或いは両手を以って握搾し、尚レウム］レ氏の

三十六度の温熱を取り、布袋につつみて圧搾し、復重き

物を其上に載せてこれを乾酪室に置くと四十四時間を経

る時は塩の部分能く混和するものなり」。

ここに出てくるレウム］レ氏温度は Reaumurによって

提唱された目盛り温度で列氏（R) というものである。

摂氏（C) との関係は R= C X 4/5となっている。

すでに述べたように、この『牧牛利用説』の原本が書

かれた年代は不明だが、明治の初期か、それ以前であろ

う。従って、ルイ・パスツール (1822-1895)が微生物の

概念を確立した頃と同時的なところもあるが、翻訳者が

微生物の概念を十分に理解出来ず、微生物を「轟（ムシ）」

と訳しているのが面白い。さらに、「乳汁に於いて注目す

べきものはレウムル氏の十度乃至十二度の温度を要す。

十二度を過ぐれば脂肪の作用に因て乳汁の酸味を促す。

此等の作用を検する為に寒暖計は牛乳製造の要具に属す。

牛乳を製造する客倉は三十一圏（図 6)の如く土中の深

さ二尺乃至六尺の下に在り。底面より天井に達する距離

は九尺を定度とす。石或は煉化石を以って造築し、北に

方向を定め、水を注いで清浄すべし。又、空気を流通せ

ん為に窓を開き、且、近傍に樹木を栽ゑ、窓の反面を開

閾する自在ならしめ、温素の変換を促し、大気を清涼な

らしむべし。さて、乳汁の器は棚或は塗石、木橿の上に

安置し、且、容倉の中は尤も清涼ならしむべし。何とな

らば、他の腐敗物質或は蒸発気は乳汁の酸味を醸し成ぜ

ずなり」と書かれており、微生物の概念が十分に確立さ

れていない時代ながら、理にかなった薔き方である。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

廣野 5)は、冒頭で触れた「酪」、「麻」（「蘇」）、「醍醐」

のうち、「麻」がチーズに該当するものであることを「延

喜式」などの記載を根拠に述べている。七世紀、そうし

た乳製品の文化が開花したとはいえ、これらはごく一部

の特権階層のためのものであった。その文化が幕末から

明治にかけて、ようやくにして庶民のレベルで再開花し

た。近代日本における西洋型チーズについて庶民が知り、

学ぶ上で『牧牛利用説』は大きな意味をもったものと思

われる。

次稿では、『牧牛利用説』よりもさらに古い時代のチー

ズの紹介書、『遠西醤方名物考』について記すことにする。

（（財）日本乳業技術協会常務理事）
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図1 『牧牛利用説』冒頭部分

干

図2 乳汁を冷やす器（原訳）
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六

図3 撓木（まるがき）を持ちたる牛酪桶（原訳）

図4 足にて踏む牛酪器械（原訳）
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図5 馬にて運転せしむる牛酪器械（原訳）
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図6 乳汁を貯ふる窪倉（原訳）
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図7 乾酪を製する釜（原訳）

＝
 
・
 
六

図8 手にて乾酪を混合する桶（原訳）
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図9 乾酪の既に成れるものを再び圧搾する器械（原訳）

図10 乾酪を製する窪倉（原訳）
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｀ 三島海雲と発酵乳

高野俊明

「カルヒ°ス」は大正 8(1919)年に日本で誕生し広く

普及している濃縮乳酸菌飲料である。法令上の品種名は

乳製品乳酸苗飲料（殺菌）であるがこのジャンルは世界

にも例のないオリジナルなものである。その生い立ち、

技術内容には東アジア・モンゴルの伝統的発酵乳の影響

が色濃く残っている。創業者・三島海雲明治 11～昭和49

(1878-1974)年は現・大阪府箕面市・教学寺の住職の長

男として生まれ 13歳で得度し生涯僧籍にあった。京都西

本願寺文学寮、仏教大学での教育を受けた後、大陸に渡

り、綿羊の改良事業などでモンゴルの酸乳と出会うので

ある。彼はその地で酸乳を食することで、胃腸障害や不

眠が改善されることを体験し、帰国後にそれを活かして

国民の健康に役立つ製品の開発に努めた。東京大学での

乳酸菌研究や、発酵クリーム「醍醐味」や乳酸薗入り「ラ

クトーキャラメル」などの事業の失敗を経て、最終的に

出来たのが「カルピス」である。

「カルヒ°ス」を製造するには先ず脱脂乳にスターター

を加え、 37℃程度で一日発酵することで「カルビス酸乳」

を作る。この一次発酵中には主として乳酸菌の働きで乳

糖が乳酸に変換されたり、乳蛋白カゼインが分解されペ

プチド等が生成する。この酸乳の一部を次の酸乳を作る

時のスターターとして用いる。この様に出来た発酵乳を

次のスターターとして用いる方法は、モンゴルなどの牧

畜文化圏で古来より生産・消費されている伝統的発酵乳

ではよく用いられる方法である。またこの「カルピス酸

乳」の中にはホモ発酵乳酸菌 Lactobadllushelveticusを最

優勢菌とし、ヘテロ発酵乳酸菌 Lactobac11Jusfermentum 

や酵母 Saccharomycescerevis1ae等が存在している。この

様な菌群の組合せも伝統的発酵乳ではよく見られる特徴

である。この様に発酵プロセスや発酵乳の微生物構成に

伝統的発酵乳の特徴がそのまま残っている。

この酸乳が「カルヒ°ス」になるには更に次の工程、ニ

次発酵が必要である。二次発酵工程では酸乳に砂糖を主

とした糖類を加え低温で発酵させる。すると今度は酵母

の働きで吟醸香に似た香りが生成する。このプロセスが

発酵乳の嗜好性を高め、飲料として広く好まれるために

重要な発明であった。最終的にビン詰め（最近では紙容

器）、殺菌して常温流通するのであるが、糖類の存在によ

り乳蛋白の安定性が高まり、冷蔵庫の普及していない時

代にあって発酵乳応用製品の広がりに寄与したのである。

また彼は優れたマーケティングセンスを持っており、「カ

ルピス」という商品名もカルシウムの「カル」と梵語の

サルピス（五味の中の熟蘇：上位の乳製品の意）の「ヒ゜

ス」を合わせて、身体に良くて美味しいという意味を持

たせている。またその味を「初恋の味」のキャッチフレー

ズ等で売り出したこともあり「カルピス」は国民飲料と

して普及していった。

三島海雲が目指した「健康に役立つ」ということであ

るが、いわゆる食の一次機能と言われる栄養機能につい

ては様々なトライを重ねている。発売当初の「カルヒ°ス」

には日本人に不足している栄養素であるカルシウムを添

加補強していたし、ビタミン類を加えた「ビタカルヒ°ス」

等を発売したりした。一方、三次機能と呼ばれる体調調

節機能については彼自信のモンゴルでの体験や、「カルヒ°

ス」発売に約 10年先立ってメチニコフの有名な不老長寿

説が発表されている。しかし「カルヒ°ス」についてその

ことが科学的に実証されるのは発売後約 60年以上経っ

てからである。カルヒ°ス社では理化学研究所（当時）の

光岡知足博土との共同研究で、「カルヒ゜ス酸乳」の寿命延

長作用を始め、癌抑制作用・血圧上昇抑制作用などを主

として動物実験で実証した。更にその後「カルヒ゜ス酸乳」

より発酵過程で生成する血圧降下作用を持つペプチドを

見つけ出し、ヒトでの有効性も確認し特定保健用食品「ア

ミール S」を開発した。これらは発酵乳の有効性に寄与

する発酵代謝産物・バイオジェニックスの概念の実証と

なったと言える。三島海雲が「カルヒ゜ス」に込めた夢が

ようやく科学的にも確かなものととなり、これから世界

へと広がる過程にある。

彼はまた仏教の大乗精神を旨とした私欲の無い人物で

あり、様々な社会貢献を行っている。例えば創業間もな

い 1923年に起こった関東大震災の際には被災者に在庫

の全てを薄めて氷を入れて冷やして配って回るなどであ

る。昭和 37(1962)年には私財の全てを投じて財団法人

三島海雲記念財団を設立した。この財団は食に関連する

自然科学とアジア地域に関する人文科学について、若手

研究者の学術奨励を主とした公益事業を行っている。平

成 20(2008)年迄の 46年間に受贈者総数 1,395人、助

成金累計 8億 8千万円余にのぼっている。その課題の中

には発酵乳に関連したテーマも多い。この様に三島海雲

の残したものは一私企業の枠を超えて広く発酵乳に関す

る自然科学、人文科学の発展に寄与しているのである。

（カルピス株式会社執行役員）
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｀ わが国におけるアイスクリームの歴史
古市和夫

小職が 「アイスクリ ーム」という名の製造業に携わる

ようになってから、もう 30数年になろうとしている。大

学の時にも良く食べたものだ。 ¥30のチョコレート味が

いい！当りくじが付いているのがいい！・・・などと言

いながら。小職と同じ世代の人間は特にそうだが、「アイ

スクリーム」と言うとアイスキャンディー 「氷菓」の事

を言う事が多い。現在は「アイスクリーム類及び氷菓」

と分類され、いわばグレードが決められている。ご承知

と思うが、アイスクリーム類とは「アイスクリーム・ア

イスミルク・ラクトアイス」で、氷菓とは、おおざっぱ

に言えばそれ以外の氷結した菓子のことを言う（かき

氷・キャンディーなど）。・・・表題ではアイスクリーム

の歴史としてあるが、ここでは少しファジーに 「アイス

の歴史」として見ていただきたい。

と言う事で、はるかいにしえの仁徳天皇が土民考案の

氷室を取り入れ、宮中で氷を振舞った・・・というのが

日本国最初のアイスを食す？．．と言う事になるのかも

しれない。万延元 (1860)年、渡米中の幕府の使節がワ

シントン政府の出迎えの米船中でアイスクリームを饗応

される 「柳川日記」。万延2(1861)年、幕府より バタ ビ

アに派遣された使節の一人、沢太郎左衛門、船中にてア

イスクリームを狸応される。この「沢太郎左衛門」が 「最

初のアイスクリームを食べた人」と言う説もある。

明治 2(1869)年横浜馬車道通りの常磐町 5丁目に初

めて、町田房蔵経営のアイスクリン（アイスクリーム）

氷水を売る店ができる。小売値金2分 (50銭）で、女エ

さんの月給の半分ほどと大変に高価なものであった（「横

浜沿革誌」より）。この町田房蔵は渡米2回。アイスクリー

ム他、マッチ・石鹸・造船用紙などの製造にも関係した

と伝えられており、一説には出島松造と言う人が、この

房蔵にアイスクリームの製法を伝えたとも言われている。

いずれにせよ、文明開化の波に乗り日本でのアイスク

リームの歴史は始まったのだ。遡る事2年、 1867年渋沢

栄ーが徳川昭武とパリ万国博覧会見学の折、グラス・

オー ・クレーム（アイスクリーム）を食したことも有名

である。

明治 8(1875)年になると、村上光保が横浜の外人に

教わって東京麹町に開新堂という洋菓子店を開きアイス

クリームも販売したとされている。この頃になると冷凍

機や製氷機などが輸入され、事業として成り立つものも

増えてきた。当然我々の知るところとされている 「鹿鳴

館」も、外国人の賓客を接待目的とした社交場として連

日連夜賑わっていたようで、欧米人の接待には欠かせな

いデザートの一品になっており、珍重されていたようで

ある。明治21(1888)年風月堂がアイスクリームを始め

る。明治33(1900)年には、銀座・資生堂がアメリカ風

アイスクリ ーム、アイスクリ ームソーダを始めた（資生

堂パーラーの始まり）。当時、アイスクリームは 15銭、

アイスクリームソーダは 25銭と庶民には高嶺の花の贅

沢品であった。

大正時代も半ばになると (1920年頃）日本でもアイス

クリームの製造は工業化され、レストランでしか食べら

れなかったアイスクリームを家で食べられるようになっ

てきた。大正 9(1920)年東京深）1|に富士アイスクリ ー

ムが建設され、ついで大正 10(1921)年には明治乳業の

前進である極東練乳三島工場でもアイスクリームが生産

されるようになった。ここでの生産品は三越などの高級

店でしか販売されなかったと言われている。その後大正

12 (1923)年アメリカでアイスクリームの製造技術を学

んで帰国した佐藤貢は、北海道札幌の山鼻で、自助園牧

場（後の雪印牧場）で 「自助園アイスクリーム」の製造

を始めた。スタート時はチョコ・ストロベリー・レモン

の3色で特にレモンが主流であった。日常のオヤツでは

なく、おもてなしのデザートとしての需要のほうが商

かったようだ。大正の中期からアイスクリームフリー

ザー（米国製）の導入も目立ち当時の三大デパート、三

越・白木屋・松坂屋に高級アイスクリームとして納めら

れた。昭和 3(1928)年、雪印乳業 6月にアイスクリー

ム製造販売開始。

昭和 16(1941)年、太平洋戦争が始まり、乳製品がほ

とんど入手困難になり、アイスクリームの製造が中止に

なる。この頃、皮肉にも農林省がアイスクリームの公定

価格を決めた。乳脂肪分3％以上、砂糖分 14％以上、そ

の他固形分9%、80cc以上で 10銭。乳脂肪分6％以上の

もの 80cc以上で 12銭．．．であった。

戦後アイスクリ ームは、 「アイスキャンデー」 として復

活。水に甘味料（サッカリン）を入れそれを氷結管で凍

らせ割り箸をさしたものが昭和25(1950)年頃まで流行

した。昭和27(1952)年頃、雪印乳業がソフトミックス

を使いアイススティックの製造販売を開始した。これに
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より、固いアイスキャンデーより、やわらかい、ミルク・

バニラ味のアイスクリームヘの時代に入っていく。前後

するが、昭和 23(1948)年食品衛生法施行規則が公布さ

れ、厳しい法規の元に製造が定められるようになった。

また、昭和 26(1951)年に、アイスクリームの製造に重

要な冷凍機関係の法律「高圧ガス取締法」も公布されて

いる。

なんと言っても、東京オリンピック以降の経済発展の

過程であらゆるものが変化を遂げてきている。アイスも

その一つで、東京オリンピックから、「夏の氷菓子」「夏

のデザート」「高級品」「大人のデザート」から子供のオ

ャツにまで発展して行った。大衆化である。ホームラン

バー、バニラブルー、ジャイアントコーン、イタリアー

ノ、チョコモナカ、あずきバー、赤城しぐれ、レディー

ボーデンなどと昭和 30(1955)年代から、今に名を残す

「アイス」が勢ぞろい時代の幕開けである。昭和 39

(1964)年、東京アイスクリーム協会によって、 5月 9

日が「アイスクリームの日」に制定される。この日は、

前述の「アイスクリームの父」と言われる、町田房蔵が

横浜の馬車道で「あいすくりん」を製造販売した故事に

よる。昭和 41(1966)年社団法人日本アイスクリーム協
ム舌n、」-
コ＝圧¥。

今でこそ名を残している、超有名なアイスもあれば、

ここ数年で誰もが知るアイスになったものも多いアイス

クリーム。昭和 40(1965)年頃から、マルチパックが発

表され現在は家庭の主流として大きなシェアをもってい

る。この背景には高度成長、家電製品の普及、特に冷蔵

庫の普及そして冷凍冷蔵庫の大型化によって、マルチ！

トドメは割安感！もあるのだろう。今では超高級アイ

ス・ソフトクリームアイス・ディシャーアップアイス・

アイス専門ショップ等、デザートだけでなく、ワンハン

ドで食べ歩く食習慣にまで食い込んできている。デザー

トの王様という地位は確保しつつあるが、消費量的には

まだまだ欧米にはかなわず、未だに「オャッ」「菓子」・・

の域から脱せないでいる。しかし近年、一人当たりの食

する最は氷菓も含めて少しずつではあるが増加傾向はま

ちがいない。巷では太る！ カロリーが高い！と言われ

るが、アイスクリームは小さい子供には栄養食品であり、

氷菓はカロリーが低い。食する TPO＆量を適切にすれば

優良食品の一つである。横浜思車道から約 140年、アイ

スは「アイスクリーム類及び氷菓」と正確には名を変え

たが、日本文化の中に花を咲かせた食文化の一つである。

アイスを愛し、次への新しい発展を願い、歴史を振り返

り調べた事の継ぎ接ぎ乱文であるが容赦願いたい。

（赤城乳業（株）常務取締役生産本部長）

参考文献： ICECREAM DATA BOOK 2008 

（株）アイスクリーム新聞社発行

アイスクリーム図鑑

社団法人日本アイスクリーム協会発行

平成 14年9月6日 (2刷発行）
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｀ トラピスト修道院のバター技術と乳質基準
稗貫峻＊

要約

北海道の酪農に貢献したトラピスト修道院は、明治29

(1896)年フランスのノルマンディーから男女の修道上

が来日し、北海道上磯郡石別村石倉野（現北斗市三ッ石

392番地）を開墾して、牧畜を興し生産された牛乳及び

乳製品を用いた受給自足の生活であった。そしてベネチ

クト戒律を遵守する独特の宗教的共同を営む団体で、

種々の迫害と妨害の中に 「一念唯神」を信じ、純情をもっ

て牧畜の技術を附近の農民にも奨励した。 1)

その内容は、乳牛の改良や 「トラピスト附属渡振牛酪

協会」を設立し地域の生乳の乳質改善を図り、バターや

チーズを製造販売するなど、北海道の酪農乳業の発展に

大きな業績を残し、かつ牽引力になったのである。

はじめに

トラヒ°スト修道院の酪農乳業の指導者であったジョア

ン・パプチスクは、オランダに生まれて、自ら畜産学を学

び、牧場管理人など経て、ローマーでトラビストに入り

修道士として北海道にきた。今でこそ肥沃の牧草地も、
からの

かつては石倉野と呼ばれ、石ころが多く混ざり熊笹が繁

茂する荒涼たる原野であったので開墾には大変苦労した

のであった。明冶30(1897)年にエヤシャーと短角種と

の雑種等を道内から 12頭導入して酪農を始めたが、生乳

生産量は余り多くはなかった。 2)同 33(1900)年には附

近の農家からも生乳を集めてバターの製造販売をした。

さらに明治35(1902)年に弟タルシスがホルスタイン

種を牡 l頭、牝 4頭、同じく 41(1908)年に兄ジョアン

もホルスタイン種牡 1頭、牝4頭をオランダヘ出向き、計

10頭を買入れた。当時は札幌農学校でも数等のみ飼育で

あったから、 トラヒ°ストの輸入は大変話題になった。こ

れらを基礎牛にして乳牛改良に務め、附近の農家にも牛

を無料で貸付け、仔が産まれたら仔牛を 1頭返すという

「仔分法」であった。当時の農家には大変よろこばれた

のである。このようにして、生乳生産量も多くなり、これ

らの生乳を利用してバターの製造をしたのである。さら

に評判がよく東京、神戸、長崎で販売され、中国まで輸出

したようである。 3)

矢澤好幸＊＊

トラピストの酪農技術

トラピスト修道院の牛舎の建て方をみると、基礎工事

は溝を掘り、溝の中に質のよい粘土を入れ突き固めた。そ

して栗の木の角材にコールタールを塗って直接その上に

置き、これに檜木の柱が立てられ、梁も桁も檜を使って

贅沢な建物である。一方牛舎の通路はセメントを使わず

荒い石畳であり、屋根は柾葺木であった。何故か床にセメ

ントや屋根のトタンは一切つかっていない（トラヒ°スト

修道院略史）。しかし、火災に遭遇して明治 34(1901) 

年から、現在のオランダ方式の牛舎を建設したのである

（現在修道院最古の建物）。

周辺農家には乳牛の品種改良を図り、飼料の改善をす

るため土地を開墾して牧場をつくるよう指導した。従来

は自家生産乳に頼ってバターを作っていたが、生産量が

増加したので附近の農家から生乳及びクリームを買い込

み、馬車や汽車で運搬をした。買入れ条件はゲルベル氏脂

肪検定器を用い脂肪含有量で価格を決めた。また生乳の

衛生状態も確認する必要が生じ検査基準を策定するため

に、前述のジョアン及びタルシスが発起人になり明治40
ふぞくとしん

(1907)年に地域農家 16名により「トラピスト附属渡振
ぎゅうらく

牛酪協会」を創立し規約を制定した。

当時としては画期的な組織で、趣意書には…我等ハ目

下我日本の市場ノ趨勢トシテ品質ノ如何ヲ顧ミズ唯廉価

ニノミ趣キ行ク 「バタ」及牛乳ノ価格ヲ一定ノ標準二維

持セントスルニアリ、我等若シ共同一致此ノ目的ノタメ

二努メナバ我等ノ目的ノ遂行セルベキ事必ズ

遠ニアラザルベシト信ズルベシナリ。勿論品質ノ劣等二

シテ価格ノ低廉ナル「バタ」ハ我日本二許多アレモ純良二

シテ信ヲ置クベキモノハ蓋シ少シ我等ノ製造品ハ廉価ナ

ル繋占二於テハ或ハ他ノ製造品ニー歩ヲ譲ル事アリトモ品

質ノ純良ナル黙二於テハ消シテ劣ル事ナカル信ズ（後略）

…とある。（トラピスト附属渡振協会創立趣意書より）

細則の内容は、検査、執業者ノ義務、牛乳ノ質二付イ

テ、牛乳供給ノ要件、牛乳ノ取扱、「クリ ーム」取扱方の

6章42条から構成していて、不潔乳、不正乳、酸敗乳の

防止、サンプル採取法、輸送中のバター化の防止及びク

リーム分離と製造法を見ると今でも立派に通用される内

容である。
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トラピストのバター製造技術

当時の同院の製造設備は、製酪室、検査室、事務室、

製缶室、製箱室、冷蔵室に区分されていて、製造に要す

る機械器具は、 ドイツ製「テタニ」印の乳皮分離機 l台

(1時間約 4石乳汁を分離）円筒攪拌器台（一台一回乳

皮量約 2升）牛酪精製器 l台、牛酪散水器等具えていた

が、その後、発動機を設置して攪拌兼捏砕器 l回乳皮容

量約 2石を設備したとある。そして検査室には、生乳及

びクリーム脂油検査器、酸度検査器、其他検査所要の薬品

及器具備えてあると記録を残している。（原文） 4) 今日

的に見ると脂肪分離機、殺菌パス、バターチャン又はコ

ンバイン・バターチャン及びウオカー等を指すものであ

ろう。そして原料は自家生産乳及び附近農家から集乳し

たものの他に各分離所において集めたクリームを馬車な

どで輸送したという。毎朝午前4時に作業を開始して午

後 1時に終了をしている。さらに河川及び井戸水を用い

て冷却して乳質保持に努めたのであった。

おわりに

トラヒ°ストのバターは、5％有塩バター及び無塩バター

を製造して販売先は横浜、東京、神戸、大阪、長崎、朝鮮、

上海などの外国人向けであり、また東京の西洋料理店が

対象であった。その頃は一般人の食生活には馴染みが薄

いもであった事は事実である。

わが国はバターの市民権を得るのに、その後約 70年の

経過を要するが、現在では食卓に必要不可欠の乳製品で

ある事には間違いない。しかし、ジョアン、タルシス兄弟

及び修道者や近郊農家の酪農乳業の熱き思いにより、あ

らゆる困難を乗り越え、乳牛の品種改良と飼養管理及び

乳質改善を行った事により、「バター」の製造技術の確立

と販売の普及啓蒙をしてきたのである。

謝辞

本稿をまとめるにあたり、貴重の資料の提供にご尽力

いただいた、 トラピスト修道院小山昭修道士に厚くお礼

を申し上げます。

（＊ 日本大学大学院生物資源研究科講師）

（＊＊株式会社協同牛乳技術顧問）

引用文献

1） 一瀬幸三：酪農乳業史跡散歩 (19) トラピストの製

酪事業農友社 llp~12p

2) 猪子： トラヒ°スト修道院の模範的酪農組織（1) 肉と

乳第3巻 10 肉食奨励会 1912 3lp 

3) 猪子：トラヒ°スト修道院の模範的酪農組織(2)肉と乳

第 3巻 11 肉食奨励会 1912 30p 

4) 猪子：トラヒ°スト修道院の模範的酪農組織（3) 肉と

乳第4巻2 肉食奨励会 1912 34p 
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［ 

日本近代乳業史の端緒をめぐって

斎藤多喜夫

はじめに

明治 42(1909)年、横浜は幕末の開港から 50周年を

迎え、祝賀行事が行われるとともに歴史への関心が高

まった。開港時、貿易や町づくりを担った人々も高齢と

なり、世代交代が進んでいた。過去の経験を新しい世代

に伝えるべく、内外二つの新聞社が故老からの聞き害き

をまとめた。日本側は横浜貿易新報社の『横浜開港側面

史』＼外国側はジャパン・ガゼット社のJapanGazette 

Yokohama Semj-Centennjaだである。

搾乳業の始まりについて、両者にそれぞれ異なった記

述がある。

前田留吉の牧場の真偽は不明

『横浜開港側面史』には「一老人談」として 「日本人

で牛乳の搾り方を覚えて自分で搾り始めたのは、文久年

間下総から出て来た前田留吉と云う人でした、始めは前

田橋の側で和蘭人の牛飼に雇われて居ましたが、慶応の

始めに三十両で日本牛六頭を買って、太田町へ牛乳搾取

場を開いた、此留吉と云う人は、其後明治二年に、禁中

ヘ白牛五頭を牽き入れて、牛乳の搾り方を天覧に供した

名誉の牛乳屋で、前田橋と云う名もこの人に因んだ名だ

と云うことです」と記されている。昭和 7(1932)年に

刊行された『横浜市史稿』の産業編と風俗編にもほぼ同

様の記述があり、長らく定説の地位を占めてきた。

わたしは最初からこの記述を疑ったわけではないが、

裏付けを取るという歴史家の習性にしたがって目を光ら

せていたところ、『時事新報』明治32(1899)年 11月 12

日号掲載の「牛乳の話」に同様の記述があるのを見出し

た。ただしこの方が「一老人談」より具体的で、「和蘭人」

は 「スネル氏」、「慶応の始め」は慶応 2(1866)年 8月

に特定されている。明治40(1907)年に出版された石井

研堂の 『明治事物起源』3には、出典を示すことなく、こ

の記述がほぼそのまま収録されている。

これらを相互に比較すると、 「一老人談」はあたかも自

ら見聞したことを語っているようにみえるが、そうでは

なくて 「牛乳の話」か『明治事物起源』から得た知識を

語ったのだということがわかる。 「前田橋と云う名もこの

人に因んだ名だと云うことです」という結語だけが 「一

老人談」の独自性である。『横浜市史稽』は「一老人談」

ではなく、「牛乳の話」か『明治事物起源』に基づいてい

ることもわかった。

調べるうちに、この話がどうも事実と合わないことに

気がついた。幕末の横浜にスネルという名の兄弟はいた

が、どちらも牛飼に従事した形跡はない。前田橋の名前

は開港前の横浜村の字名に由来している。明治天皇とも

なればその行動は細大漏らさず記録されているのに、前

田留吉が搾乳を天覧に供したことは『明治天皇紀』に記

されていない。わたしは昭和 63(1988)年に横浜開港資

料館が出版した『横浜もののはじめ考』のなかで、 「前田

留吉の牧場の真偽は不明」と書かざるを得なかった。

それを読まれた前田家の御一族の方から、 「勉強が足り

ない、これを読みなさい」と言われて、「市乳の開祖 前

田留吉氏伝」4のコピーをいただいたことがある。それを

読んでみると、スネル氏ではなく、和蘭人ベロー氏が英

人ポーロなる者を雇って経営する搾乳場があり、留吉が

そこに雇われたのは文久元 (1861)年8月、独立したの

は同 3年9月だと書かれている。創業年が 「牛乳の話」

より 3年も早くなっている。いくら調べても和蘭人ベ

ローや英人ポーロに該当する人物は見当たらなかった。

別の方からは『東京牛乳物語』5を読みなさいと言われた。

この本は言われる前から読んでいたが、 93芦ーから 94デ

にかけて前田留吉に関する通説や異説が要約されている

だけで、とくに新しい知見が述べられているわけではな

vヽ。

幕末の横浜で日本人が搾乳場を開いたとすれば、さぞ

かし注目を浴びたことだろう。それなのにその時代の史

料に記録が無いというのはどう考えてもおかしい。わた

しは前田留吉の牧場の存在は限りなく百；汀近く事実では

ないと考えている。そうすると、「牛乳の話」や 「市乳の

開祖 前田留吉氏伝」は創作なのか。いったい誰が創作

したのか。しかし、新たな史料が発見されるかもしれな

いから、事実を証明するよりも、事実でないことを証明

する方がはるかにむずかしい。したがって今もって「真

偽は不明」と言う他ないのだが、前田留吉を元祖として

近代乳業史を書き始めるのが無謀なことは明らかであろ

゜
ぶ
ノ

日本の近代乳業史はリズレーの牧場から

Japan Gazette Yokohama Semj-Centennialには最初の牧

場に言及した箇所が二つある。一つはE.J.モスの「種々
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雑多な面白い思い出」の中の「最初の牧場をリズレー教

授が開業した」という記述。もう一つはアレクサンダー・

クラークが提供した史料による「横浜の移り変わりにつ

いての興味あることなど」の中の「乳牛は最初、リズレー

氏によってサンフランシスコから横浜に輸入された」と

いう記述である。

比が鮮明になってしまった。日本の近代乳業史が前田留

吉ではなく、リズレーの牧場から書き始めるべきことは

明らかであろう。横浜の乳業史については「都市近郊搾

乳場の経営一幕末・明治・大正期の横浜の事例から一」8

という論文にまとめたことがある。東京での前田留吉に

関わる伝承の真偽についても吟味してみたいと思ってい

前田留吉説が通説だったため、この記述に注意を払う る。

日本人はまったくいなかった。調べてみると、すぐに裏

付けを取ることができた。リズレーは著名なアメリカの

サーカス芸人だったので伝記史料もかなりある。本名は

リチャード・リズレー・カーライル(RichardRisley 

Carlisle)、通称をプロフェッサー・リズレーという。そ

の行動は横浜で出ていた英字新聞『ジャパン・ヘラルド』

や『ジャパン・タイムズ』によって逐一把握できる。さ

らにリズレーと親しかったJ.R.ブラックの著作『ヤン

グ・ジャパン間によって、裏話まで知ることができる。

これらによると、リズレーは 1864（元治元）年 3月、

曲馬団を率いて来日、そのまま住みついて、旅館、乗馬

教室、劇場を開設した。翌 1865（慶応元）年には天津氷

を輸入し、アイスクリーム・サロンを開いている。その

翌年の 1866（慶応 2)年2月24日、カリフォルニアから

到着したアイダ• D・ロジャース号に、リズレーと一緒

に6頭の牝牛とその子牛が乗っていた。 4月6日付『ジャ

パン・タイムズ・デイリー・アドヴァタイザー』には、

早くも「新しい牧場」の牛乳売り出し広告が出ている。 7

おわりに

このテーマに限ったことではないが、残念ながら、記

録を残すことに長けた欧米人と、苦手な日本人という対

（元横浜開港資料館調査研究員）

引用文献

1歴史図書社から復刻版 (1979年）が出ている。―

2 「外国人が見た幕末•明治の横浜ー全訳『ジャパン・

ガゼット横浜50年史』一」（『市民グラフ ヨコハマ』

41号、横浜市、 1982年6月）として翻訳が出ている。

3明治文化研究会編・日本評論社刊『明治文化全集』別

巻（1969年）として復刻されている。

4 『大日本牛乳史』（牛乳新聞社、 1934年）第 6編「乳

業者名鑑」所収。

5黒川鍾信著、新潮社、 1998年。

6日本語訳は、ねずまさし・小池晴子訳、平凡社、東洋

文庫、 1970年。

7斎藤多喜夫「リズレー先生ーサーカス芸人・興行師一

横浜居留地の風雲児」（横浜開港資料館編・神奈川新聞

社刊『よこはま人物伝』所収）参照。

8 『横浜開港資料館紀要』 18号 (2000年 3月）所収。
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｀ 明治初期における洋式牧場の発展の考察
矢澤好幸

要約

明治政府は、士族授産の対策と富国強兵を主軸にした

勧農政策の一環として全国に開墾・開拓事業を進め、特に
ひろさわやすとう

牧畜（酪農）を奨励した。明治5(1872)年に廣澤安任(1830

~1891)が創設した廣澤牧場（開牧社・青森）は日本に

おける最初の洋式牧場であった。 1)その内容はイギリス

人を雇用し英国方式で行った民間牧場である。特に洋式

畜力農機具、外国牛の導入及び外国の牧草を栽培する等、

約3000haの農地を用いて経営したのであった。

牧場の目的は①洋式農法による開墾②洋種を基本とす

る牛の改良③乳肉による食生活の改善を図るものであっ

た。近代化を象徴した洋式牧場の経営は、資金難もあっ

て非常に厳しく推移した。この要因は欧米に比較して食

文化の相違により乳肉の流通市場が未熟で消費が期待で

きず、また牛の価格に余りにも変動が大きかったこと。

そして日清・日露戦争を反映して軍馬の改良と飼養に傾

注した事等が考えられる。

しかし、従来なかった農業形態が欧米式の牛の飼育・

改良法、畜力農機具を用いた耕作、牧草の栽培、堆肥の

有効利用などと、乳肉の生産を主目的にする 「農場」及

び「牧場」という概念が始めて構築された。

はじめに

広澤安任は、会津藩下級武士の次男に生まれ、昌平燥

に学び、漢学は勿論のこと諸外国の新知識を習得するな

ど秀オぶりを発揮した。文久 2(1862)年ロシアとの外

交交渉のため箱館奉行糟谷筑前守の一行に加わり蝦夷地

を視察後、帰りに下北半島を調査した経験から、これら

が後に牧場地決定の動機になったのである。

その後藩主松平容保を助け、幕末に多くの人の知遇を

受け維新の裏方で活躍した。しかし戊辰戦争で敗れた会

津藩は、当時寒冷不毛の地とされていた下北半島に移付

させられ斗南藩と名付けた。彼は小参事として赴任し、

藩の行政と住民のために粉骨砕身で活躍した。

新政府は、明治 4(1871)年廃藩置県を実施したので

青森県になった。かねてから彼は 「牧畜こそ国家に必要

な事業なり」と構想を考えていたので、その夢を実現す

るため、親日派であったイギリス外交官アーネスト・サ

トーに相談の上、横浜に滞在していたアンドリュ・マキノ

ン（オーストリアで牧畜を修行した専門家・横浜では馬

車屋に勤めていた）と同じくアルフレット・ルーセ（福

井藩に雇用され英語教師）を雇い、共同出資で明治 5
ゃちがしら

(1982)年 6月に上北郡百国村（現三沢市谷地頭）に洋

式牧場（開牧社）を開設した。

牧場の概況

広澤は牧場の開設にあたり勧業寮福原勧業頭を訪ねる

と 「牧畜の利益は牛乳を生産する事で、外国の優秀な牛

を購入して改良することである」と諭された。明治 5年

に洋牛（ショートホン・短角種）を導入し 2）、マキノン

等も東京より洋牛5頭、耕牛 13頭を購入（馬・豚含む）

した。その他は久慈より和牛 130頭を買入れたが、久慈

方面はかつて南部藩主 (1651)が牛乳を竹筒に入れ盛岡

迄取り寄せた所以のある土地柄である。 3)そして牧舎、宿

舎、木柵、土塁を始め牧草地及び菜園などを設け牧場の体

裁を整えた。

明治 6(1873)年には、イギリスよりプラフ（黎）及

びハロー （粉土機） （ランサム社製）を輸入し、さらにマ

キノン等は地元八戸の鍛冶屋で自らも農具作り、荒地を

畜力により開墾した。最初は牛耕であったが土質の関係

から馬耕に切り替え大規模の牧場にしたのである。 同時

に牧草の種子も輸入し栽培の研究もした。牧場内に繁茂

する牧草は、ハギ、アザミ、クツワカラミ等があり、特

に白詰草（クロバー）は牛が好んでたべたという。明治

14 (1881)年には、第2回内国博覧会に谷地頭で栽培した

69種類の牧草を出品している。

マキノンは、洋牛といえども、その基は普通の野牛であ

る。良牛を選びイギリス方式で改良すれば、日本でも洋牛

と同様な牛を得ることができる。本来90年かかるが、洋

牡牛を用いれば 10年で改良できるというのである。 4)民

間では最初に牡牛の去勢手術を行い、良牛には焼印を施

し、牧柵で区分するなど乳牛の改良に専念した。

明治 9(1876)年には、大久保利通内務郷が牧場を視

察され、さらに東北巡幸の明治天皇の拝謁により実績が

認められ、当時の御料牧場にも匹敵する程の民間牧場で

あった。そして周辺農家に牛を預託及び冬季間の預託契

約（牛小作）する事で経営の安定と規模拡大を図り良い

結果を収めたのである。

先人記念館（三沢市斗南藩観光村）に保存されている

書簡によると、預託した実績は短角種洋牝牛（粕毛・白粕
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毛）及び無角種の洋牝牛（毛赤白班）の銘柄で履歴がわ

かる牛を用いての契約（明治 17(1884)年）を結び、こ

のことから地域の酪農の活性化を図った。

そして、牧場経営に必須な燕麦など牛の消化をよくす

るため、細切切断機などイギリスより輸入し、牛の飼養方

法の改善と人力の節減を図った。（明治9(1876)年）

牧畜及び乳製品技術

広澤は牧畜に関する知識を得るため、多くの文献を取

り寄せ、さらにマキノン及びルーセから日々の報告を聞

き、実践したものを記録に残した。その内容は、実に綿

密で科学的根拠をもっていた。この一端は彼が著述した

「牧牛書（明治 12(1879)年）」がある。

その内容は、気候・土地・草・草ノ多寡・牛の善悪・牛

の数・交合（配）ノ時限・牛オ養育スル事・乳汁ノ量・牛

ノ重量・牛ノ歳ヲ知ル事・乳汁ヲ採ル事、酪ノ製法・ 「カー

ス」ヲ製スル・・・等 13章と牧牛書附録により構成されてい

る。特に注目されるのは乳量、搾乳方法及びバターとチー

ズの製法である。搾乳時間はオランダで毎日 12時の 1

回搾り、イギリスでは毎日午前5時と夕方5時の2回搾り

であると紹介している。乳牛 (3歳以上）の乳量は 18~

20石で、クリーム・バター・チーズに向けたようである。

さらにバター及びチーズの製造法も書かれ、製造器具を

手書きで丁寧に説明している。現在では使用されていな

置御届書（明治24(1891)年）をだしている。これらの

資料をみると東京に進出して牛乳を販売した証である。

おわりに

わが国農業の黎明期において広澤安任は、先ず牧畜に

着眼しイギリスの技術を導入しながら牧場の形態を確立

した。当初は外国から導入したショートホンを中心に品

種改良を行い系統牛の育種と乳肉生産を主とする牧場経

営をおこなった。

このため新しい知見に基づき、開牧5年紀事、牧牛書

には実践した事実を記録に残している。そして地域と密

着して牛の預託制度を確立し改良に努力した。また牛乳・

乳製品の販売は、市場が充分発達しなかった事を含め、地

理的不便も手伝い余り発展をみることがなかったと思わ

れる。さらに牛の価格が時には暴落するなど経営は常に

厳しく推移した。このため全国各地に開設した牧場をみ

てみると失敗例は数多くある。

広澤牧場は今までの牛の専門牧場から馬に切変え軍罵

の生産もした。軍馬の需要が出てきたので、経営の重点が

馬の育成に移り馬の改良においては大変貢献した。そし

て、わが国には経験がなかったイギリスの技術を導入し

た乳肉の生産を主目的とする 「牧場」を最初につくった

のである。

いローム、カース、リューブなど用語が面白い。各所に出 謝辞

てくる…乳汁ヲ容Jレル器ハ務テ清潔ナラシムベシ…をみ 本稿を纏めるにあたり、貴重な書簡及び文献等の資料

ると当時から衛生に注意していた事は今と変わりない。 5) を提供にご尽力をいただいた、みさわ斗南藩記念観光村・

このようにしてバターやチーズがつくられ、日本郵船 先人記念館学芸員堀内彩子氏に厚くお礼を申し上げます。

や横浜の外人居留地に売りこんだという。 6)そのころ牛 （株式会社協同牛乳技術顧問）

乳は、横浜・東京では、外人及び上級階級の人々には持て

囃されたが、当時の流通を考えると容易ではなかったも 引用文献

のと思われる。 加えて地方においては、まだ乳の忌避す l) 畜産発達史（本編）（1966)酪農経営の発達と変遷 中

る世相であったので、牛乳及び乳製品の販売は困難で

あったに違いない。

明治 21(1888)年、東京府下南豊島郡淀橋村角筈 30

央公論 136p

2) 大杉幹夫：本邦乳牛品種の変遷

号酪農事情社

酪農事情 13巻 5

番地（現新宿区西新宿 l丁目スカイビル周辺）に牛乳販 3) 矢澤好幸 (2005):ヒトと乳の歴史（6)牛乳生活情

売所を開設した。乳牛24頭を飼養できる牛舎と広い運動 報VOI40 デイリ ージャパン社 32p~33p

場もあり新しい施設であったものと思われる。広澤の自 4) 広澤安任 (1950)：開牧5年記事 盛田農民文化研

宅及び使用人の長屋もあるので規模も大きく乳牛の売買 究所 9p~lOp

が行われたことが推察される。牛乳をどのように製造販 5) 広澤安任 (1879):牧牛書 （佐々 木好雄訳） lp~

14p 売したのか、現在詳細はわかっていない。しかし牛乳搾

取人として牛乳販売の支店を同じく角筈4番地（現新宿

3丁目三越周辺）に開店するため、新宿警察署長宛に設

6) 星亮一 (2006)：会津藩斗南へ
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｀ 日本の法令における乳質検査の容量式脂肪率法の史的展開

足立達＊

仙台市泉区寺岡 1-25-1 No.806、981-3204

Historical development of the official volumetric 

methods for the determination of fat content of milk in Japan 

Susumu Adachi* 

Professor Emeritus of Tohoku University, Teraoka 1-25-1 806, lzumiku, Sendai, Japan 

In 1891, the earliest laws relating to milk quality dealt with testing by lactodensimeter and Marchand lactobutyrometer. 

These instruments were usually used to volumetrically determine milk fat. As the Marchand test was not suitable for testing 

where a precise measure was needeed, the Gerber method, first developed in 1892, was revised in 1910 and used for the routine 

determination of fat content of milk. Ten milliliters (mls) of sulfuric acid (with a specific gravity in the range 1.820~1.825 at 

15℃)is run into the butyrometer and 11 mls of the sample milk is allowed to run and to float on the surface of the acid. One ml 

of pure amyl alcohol is then added. The butyrometer stopper is firmly inserted and the mixture is thoroughly mixed by shaking. 

The butyrometer is then placed in the water bath at about 65℃for 15 minutes, and then centrifuged at a speed of above 700 

revolutions per minutes for 3~5 minutes. After standing the butyrometer in the water bath at about 65℃for several minutes, 

the percentage of fat is then read off. The procedures has remained essentially unchanged over the last 100 years. However, 

it has been demonstrated that the overall mean test value for the Gerber method is significantly higher (at the 0.1 % level) than 

that for the Rose-Gottlieb gravimetric method (the reference method). 

The Babcock method was applied as another official volumetric method in 1950, but has not been generally used since 

1985. In the raw milk inspection sections of public organizations and major companies, the routine volumetric methods for 

determination of fat content of milk have been rapidly replaced with the instrumental analytical methods for measuring milk 

composition, including fat content. 

キーワード：マルチャント検乳計、バブコック法、ゲルベル法、ラクトデンシトメーター、レーゼ・ゴットリーブ法

積年の幕藩体制を脱し、近代化政策を進めつつあった

発足後間もない明治政府は、明治 7年 (1874)8月 18日

に、日本において医療と医学に関する最初の制度となる

医制を公布した。そしてこの第八条の中で、「一ーー医務取

締ハ各地ノ習俗並二衣食住等ノコトニ付現二健康ヲ害ス

ルコトヲ察セハ衛生局二申出ツヘシーー一」と記載して、食

Accepted for publication 20 October, 2008. 

物衛生に対する姿勢を示した。しかし、この一般的姿勢

が牛乳について具体化するには、全国の医制を統轄した

文部省から医学教育だけを残し、それ以外の衛生行政関

係を内務省に移管する明治 8年 (1875)7月 4日以降ま

で、またねばならなかった。

衛生行政の一環をなす牛乳取締行政も、内務省に移管

＊連絡者(fax: 022-393-6384、e-mail:~) 
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された医制から始まる。その史的展開は 1973年に発表さ

れた長野賞と福島正次の「乳業法規に関する研究 I」

に詳述されている（l)。しかし、布告された牛乳検査法令

の技術的側面に関する検討はなかった。本論文において

は、かねてから関心を抱きつづけてきた、日本における

乳脂肪率の日常的測定に使用されるゲルベル法とバブ

コック法の史的展開を、技術面からの考察を取り纏めて

記述したい。

1 乳脂肪率検定法のフロントランナー「マルチャント

法」

さて、長野らは、明治 6 (1873) 年 5 月、「一——乳汁搾

取ノタメ祭養候ハ被差許候得共不潔臭稼ノ儀モ有之候へ

ハ詮議ノ上可令取払事」（著者が現代文に訳せば、乳汁搾
かんよ う

取のため象養、つまり飼養することは許可するけれども、

不潔で悪臭を発するような場合には、検査した上で立ち

退きを命ずることができる）と記載した「太政官布告第

百六十三号」こそ、 「この思想的ないし法的延長が後にみ

る地方牛乳取締規則の制定であり、かつ、省令も亦同一

の系譜にあるといってよく、「太政官布告第 163号こそ我

が国、乳業規則の源流といえる」とした。そして同年 10

月に東京府が「牛乳搾取人心得規則」を布告し、明治 11

(1878)年にこの名称中の 「心得」が「取締」に変わり、

これが地方の牛乳取締規則制定に波及していったと述べ

た叫さらに矢澤好幸は、牛乳取締規則のその後の「今

日の乳業に於ける食品衛生行政を支える法律の源であ

る」乳、乳製品および類似乳製品の成分規格等に関する

省令までの展開について、概括をおこなっている (2)0

中でも明治 18(1885)年 11月 13日付け「警視庁達甲

第十七号」の 「牛乳営業取締規則」の公布は、内務省が

関係した国の牛乳衛生の初の具体化であって、「同第七

条」には、乳質に関わる条項として 「乳汁ハ臨時検査シ

不良ノ乳汁ハ其ノ販売ヲ禁シ又ハ之ヲ取ク可シ」、第八条

に「乳汁ノ容器ハ鉛、銅其他ノ有害物質ヲ用ユ可カラス」

とある。しかし、検査による不良判定の具体的手段や基

準は記載されていない。

ちなみに、警視庁が都道府県知事の管轄する警察と同

様に、東京府誓察と称されないのは、警視庁が首都とし

ての東京の管轄とそれに伴う特殊任務に負っており、内

務省の直轄となっていたことによる。なお、現在の警視

庁の管理は東京都公安員会の下にあり、食品衛生法案は

昭和 22年 12月3日の新憲法施工後の第一回厚生委員会

で可決されて、警視庁を離れて厚生省に移管され、平成

13年 1月6日以降は厚生労働省の管轄となっている。

話を「牛乳営業取締規則」に戻す。日本の「牛乳取締」

に関する法規に、乳汁の客観性のある具体的検査法が現

れるのは、前記明治 18年警視庁布達の牛乳営業取締規則

を改正した明治24(1891)年 4月 13日、「瞥察令第四号」

においてであった。その「第四章 搾取販売の二十四条」

において、「第十八条二於テ飼養ヲ禁セラレタル病牛ヨリ

搾取シタル乳汁又ハ他物ヲ混シタル乳汁及ヒ左ノ程度二

適合セサル乳汁ハ販売スルコトヲ得ス」 「一 純乳

強酸性ノ反応ナク其比重ハ摂氏十五度二於テー、〇二八

乃至ー、0三四脂肪量ハマルチャント氏検乳計ヲ用ヒ0、

八立方センチメートル以上ノ依的児性脂肪層ヲ搾出セサ

ルヘカラス」、と純乳と脱脂乳の検査法と判定基準が明確

化された。

なお、この「二十四条の一脱脂乳」の判定基準として、

脂肪率に関連して「脂肪含量百分中O・ 五以上」と記述

されてはいるが、一般に利用される「マルチャント氏検

乳計」の目盛からの脂肪含量換算表に掲載されていない

脂肪含量であり、また、純乳について記載した脂肪率計

測に使用する 「マルチャント氏検乳計」によるとの計測

法の記述も欠いており、本来ならば以下とすべきところ

を以上としてあるのも、理解に苦しむところである。

また、比重計についての使用型は無指定。また強酸性

の測定様式と判定基準も示されていない。しかし、脂肪

率測定には「マルチャント氏検乳計」と明記されており、

これが牛乳脂肪率公定測定法採用の最初の例となった (3)0

本法の開発者マルシャン (Marchand)はフランスの薬剤

師で 1880年頃のヨーロッパにおいて、優れた操作性に

よって、一時的であるにしても、「マルチャント氏検乳計」

は広く利用されており、日本の衛生関係者に注目・採用

されたものと思われる。ちなみに Marchandはフランス

人であるから、マルシャンと最初から表記すべきであっ

たが、「牛乳取締規則」において誤記されてしまった。

それはともかく、百年以上も遡らねばならない 「マル

チャント氏検乳計」は、想像することさえ現在では困難

かもしれない。幸いにも、昭和 25年頃、東京大学農学部

畜産製造学研究室に保管されていた現物を、筆者には見

た記憶がある。約 40cm長の片端を凸面にして閉じた直

径約 1cm、内容約 32m]の透明ガラス管で、上端は押し込

み栓を装着できるように開いており、ガラス管下部から

内容積 10ml毎に側面に目盛を付け、最上部の目盛の下に

1ml毎に5m]まで、さらにこの間の 1ml目盛の間には0.1ml

毎に目盛が刻まれていた。

牛乳を検乳計の 10ml目盛まで入れた後、比重1.26~

1.27の水酸化ナトリウム溶液 3滴を滴下し、つぎにエー

テルを二番目の 10ml目盛まで加えて、密栓して強く振盪

する。その後、 90~92％のエチルアルコールを上部の 10ml

目盛まで注入して密栓、強振盪して、 40℃の湯に 10分間

放置。ついで 20℃の水浴中に移し 30~60分間放置し、

上部に分離したエーテル層の目盛を読み取り、その度数

から換算表 (Schmidt-Tollens)に照合して脂肪率（％）を

求める。これが、その後になって筆者の知ったマルチャ
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ント検乳計操作法の概要である（4)。なお、水酸化ナトリ

ウム水溶液の代わりに酢酸 4~5滴の使用例も知られて

いる（5)。エチルアルコール添加はエーテル層の透明化に

必要なのである。

この警察令中の難解な依的児はエーテルの漢字表現で

ある。ただ、「一——依的児性脂肪層ヲ搾出セサルヘカラス」

中の依的児性脂肪層ヲ搾出セサルヘカラスの文言は理解

に苦しむところである。依的児性脂肪層はガラス管中上

部に形成され、管に刻まれた目盛で依的児性脂肪層の厚

さを読み取る対象であった。搾出すれば測定は不可能と

なるからである。もう一つ。「強酸性ノ反応」も分からな

い。どの程度の酸性を強酸性としているのか？ 口に含

んで酸っぱさを感じる程度のことを指しているのか？

これでは、「警視庁」は検査に当たる「臨時主務官吏」を

して「乳汁ヲ検査セシメ乳汁不良卜認ムル」ことが、容

易でなかったのは想像するに難くない。

明治24年改正によって規制された「マルチャント氏検

乳計ヲ用ヒ〇、八立方センチメートル以上」の純乳の脂肪

率は、換算表によって換算すると約 2.77％以上となる。

この 10年後の明治 33(1900)年 4月 「内務省令第十五

て、「一層鋭敏とされるゲルベル氏乳脂計を用いる方法」

を採用し、測定方法の詳細が規定された。しかし、予備

試験に他の脂肪測定法の使用は妨げないとした(7)。「マル

チャント法」がしばらくの間使用されつづけ、さらに一

般的に 1960年頃まで日本の大規模牛乳工場において、原

料乳検査の一環としてバブコック法による脂肪率測定が

使用された法的背景は、ここに発するのであろう。

いずれにせよ、この改正を転機として、牛乳脂肪率は

3.0％以上となり、それ以降、現在の平成 19(2007)年 10

月30日「厚生労働省令第一三二号」の 「乳及び乳製品の

成分規格等に関する省令」にいたるまで、実施上の細部

の条件等について若干の変更があるものの、一貫してゲ

ルベル法と規定され、脂肪率レベルも変わっていない。

ゲルベル法は百年に近い期間にわたって、牛乳脂肪率測

定の主流を歩み続け、日本の牛乳乳質の維持・改善ばか

りでなく、乳牛の選抜・改良の上で、きわめて重要な役

割を担ってきたことになる。一方、バプコック法は牛乳

処理の現場において原料乳の脂肪率チェックに、不可欠

なツールとして愛用された一時期をもった。

号」の「牛乳営業取締規則」の規則改正では、「純乳」に 2 乳脂肪率検定の露払い役を務めたラクトデンシト

相当する牛乳について「強酸性ノ反応」の字句が削除さ メーター

れたが、脂肪率は見送られた。

牛乳脂肪率測定の公式法として、「マルチャント氏検乳

計」が採用された経緯は分からない。 一本のガラス細管

だけからなる検乳計の単純性、試薬や周辺器具の入手し

やすさなどから、選ばれた可能性が高かったのではない

かと推定される。しかし、その反面、測定値の再現性に

難点を抱えた方法であった。強振の程度、強振後の静置

時間の測定値への影響が無視できないからである。

さらに、純乳の「強酸性ノ反応」という記述に抵抗乃

至疑義を感じる向きがあるだろうが、牛乳の加熱殺菌の

徹底していなかった当時の衛生状況を考慮に入れるなら

ば、乳酸発酵の結果であろうと推察すれば、納得できる

のではないか。明治25(1892)年に「米のとぎ汁、その

他の物品を牛乳に混入して配達するものがあるので、東

京府第三課衛生係も大いに注意し、しばしば警官に命じ

て街路を配達しつつある牛乳を抜き取り検査させた。し

かしその試験法では牛乳混合物の有無を知るだけで、肺

結核その他の病牛から搾取した牛乳であるかどうかなど

は判定できなかった。」との記載は、当時の牛乳配達の一

端を物語っている（6)。瓶詰め牛乳の加熱蒸気殺菌が明治

28年頃から普及し始め、牛乳衛生に一定の改善が見られ

たためなのか、明治33年改正に至って「強酸性ノ反応」

字句は削除された。

そしてさらに 10年後の、明治 43(1910)年 5月 6日

「内務省令第十八号」の牛乳営業取締規則の一部改正時

に、牛乳脂肪量の測定法としてマルチャント法を廃止し

長い歴史と伝統をもつ酪農先進国における乳質検査法

の発展状況は、 上述した日本のそれとかなり異なってい

る。 19世紀後半の欧米では、増大する都市人口の需要に

応えるために、牛乳処理や乳製品製造の工場化が進行し、

飲用牛乳、バター、チーズなどの大規模生産が開始され

ていた。

しかし、牛乳処理加工の規模拡大の初期には、従来の

原料牛乳取引を重戴や風味によって行う慣習にしたがっ

ていたために、 加水や貯乳中に浮上するクリーム層の先

取りが取引以前の段階で横行した。甚大な経済的損失に

連なる製品バターおよびチーズの収量減をもたらして、

偽装乳の根絶は企業存続にかかわる重要課題となってい

た。これらの偽装行為の検出法の確立が急務となってい

たわけである。当時の乳牛生産には、飼育環境に適応し

乳生産能力の高い品種育種が求められてはいても、牛乳

中の特定成分の育種的改良が酪農界の問題になることは

なかったであろう。

1972年のウィラード (Willard)著「ウイラードの実用

的酪農」 (9)は、アメリカにおいて始めて刊行された酪農

関連書としての意義に留まらず、当時の国内に適任者が

えられなかったために、二人のイギリス人執筆者が加

わっており、当時のアメリカやヨーロッパの酪農状況を

少なくとも管見できる特徴をもつ。本書によれば、 19世

紀後半に加水牛乳の検出に広く採用されたのは、牛乳用

に改良された一般的にラクトデンシトメーターあるいは
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ラクトメーターと呼ばれる比重計であった。フランスの

薬剤師クェベンヌ(Quevenne)の名を冠したラクトデン

シトメーターは世界的に広く使用された。なお、日本で

の使用は明治43年「内務省令第十八号」において「一 比

重 摂氏十五度二於テクウェンヌ、ミュレノばしノ乳稲

計ヲ用ヒ計測ス若シ他ノ温度二於ケルトキハ矯正表二依

リ摂氏十五度二於ケル比重二換算ス」 (8) と記載されたの

が最初である。

当時すでに、牛乳の比重変動に関わる諸因子が詳細に

研究されており、その総合的結果として、イギリス王立

農業学会のボーエルカー (Voelcker)教授によって、脱

脂牛乳では 62°F (16.7℃)での比重が約1.034とわずか

に高くなるが、新鮮牛乳の比重はほぼ1.030であり、比

重1.025以下の牛乳は加水、あるいは自然乳ではあるが

きわめて低品質と判断してよい。一方、約 10％のクリー

ムを除去して 10％の加水をおこなった牛乳の比重は、新

鮮乳とほぼ同じ値を示す事実なども明らかになった。し

かし、このような偽和乳は青みを帯びた透明度の外観を

呈するので、検出器具を使用する必要はなかった。また、

全脂牛乳に 20％の加水をおこなうと、その比重は直ちに

1.025を示すなどの、加水検査上の重要事実がほぼ検討

されていた（9)。比重測定による加水乳検出の理論的基礎

は当時十分に確立されていたとみてよいだろう。加水度

の低い程度の場合を除き、大量加水乳に対しては、高い

精度での証明が可能となっていたのである。

ちなみに、日本の牛乳検査の一手段として、 1891年以

降採用されてきた正常乳の 15℃における比重、1.028~

1.034の数値の由来は今のところ不明であるが、 20世紀

初期にドイツにおいてすでに知られていた数値(10) と一

致しており、関連する可能性があるように推察される。

ラクトメーターによる比重計測値が脱脂乳と全脂乳と

で明確に異なるように、脂肪率とも連動している事実は

あるにせよ、 19世紀後半、少なくとも前述したウィラー

ドの著書刊行の時期まで、乳脂肪率測定による原料乳検

査が、欧米において実施段階に達していなかったのは確

かである。当時の欧米酪農界発展のために、脂肪率簡易

測定法確立が急務となり、この課題解決を巡って研究者

たちは数十年にわたって鏑を削ることになった。

3 バブコック法の登場

簡易乳脂肪率測定法開発の口火を切ったのは、フラン

ス人の薬剤師シェバリエー (Chevalier)であった。クリー

モメーター (Creamometer) と呼ばれ、 1880年頃にはか

なりの普及を見せていた、 100mlまで 10ml毎に大目盛、

そしてその 10mlの大目盛の間に、さらに細かい小目盛を

刻んだ、全体として 100mlを少し上回るガラス製シリン

ダーに 100mlの牛乳試料をいれ、広口瓶に一夜 (12時間）

静置する。上部に分離した量的に少ない部分、つまりク

リーム層のおおむね 9ml前後に現れる境界の目盛を読み

取る。このクリーム層にはその重量の約三分の一に脂肪

が含まれているので、クリーム容量の三分のーが脂肪率

としてほぼ見積もられることになるわけである。

シリンダー内の試料牛乳が乳酸発酵によって凝固して

いない場合の、とくに静置時間が 24時間におよぶ時に、

形成されたクリーム層の目盛りの読み取りは容易にでき

るが、クリーム層形成にさまざまな要因が関係するため、

再現性に問題を残した。したがって、結果をだすまでに

要する時間が長時間かかる欠点も内蔵した、クリーモ

メーター法の公定法としての意義は低かったと考えられ

る。

日本で乳脂肪率検定に初期に採用されていたマルシャ

ン法は、実用性においてクリーモメーター法に勝る方法

としてその後さらなる改良が進行していた。上述したい

わゆるマルチャント氏検乳計の三分のー以上の部分を狭

くして、脂肪部分の目盛を読み取りやすくしたのが、最

大の改良点であった。乳脂肪部分の目盛を正確に読み取

るためのこの工夫は、後続の脂肪率簡易容量分析法に引

き継がれたため、ブチロメーターの先駆と評価された。

しかしながら、この時点までの乳脂肪率簡易測定法は

全脂牛乳やクリームに適用できても、脂肪率含最のはる

かに低い脱脂乳やバターミルクに対して適用ができな

かった。バターやチーズなどの乳製品製造工場では 19

世紀後半以降に機械化が進行し、原料牛乳をクリームと

脱脂乳に連続的に分離できる遠心式クリームセパレー

ターが出現した。高速回転部内に多数の金属製円錐ディ

スクを内蔵し優れた分離能をもった名機として、今もな

お名を残すド・ラバルクリームセパレーターは、ス

ウェーデン生まれの白哲の技術者、グスターフ・パトリッ

ク・ド・ラバルの独創によって、 1880年に登場してい

る(11)。乳脂肪率の容量分析への遠心分離器の応用は、す

でに射程距離内に入っていた。

1890年 7月、米アメリカはウィスコンシン農科大学教

授スティーブン・モウルトン・バブコック (Stephen

Moulton Babcock)は、遠心分離機を乳脂肪分離測定に応

用した迅速単純な分析法を開発した。独自のガラス製ブ

チロメーターにいれた試料牛乳 17.6ml(18g)に 15℃で

の比重1.82、濃度約 90％の硫酸 17.5mlを注加。緩やかに

旋回させて、両者の混合時に発生する高熱を巧みに利用

して、無脂乳固形分を部分分解して乳脂肪を遊離状態と

し、これを分当たり 900回転の遠心分離機に 5分間かけ

て脂肪層として分離した後、少量の熱水を添加して分離

した脂肪層を、ブチロメーター上に 10まで刻んだ目盛部

で計測できる位置まで移動させ、再び2分間遠心分離。

1％相当のガラス管容量が 0.2ml（脂肪として 0.18g)で

あるように調製した目盛部から、形成された脂肪層の厚
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さの数値を読み取って、脂肪率にするという内容の論文

をウィスコンシン試験場報告24号に発表した。

A New Method for the Estimation of Fat in Milk. 

Especially Adapted to Creameries and Cheese Factories. 

ミルク中の脂肪の新定量法、とくにバターおよびチーズ

工場への適用、というのが、その表題である(12)。乳固形

分から脂肪球を分離しやすくするための硫酸の利用、そ

して分離した脂肪球の脂肪層形成へ遠心機採用はその後

の脂肪簡易容量定量法の基礎原理としてきわめて重要な

役割を果たすことになる。バブコックが乳脂肪率簡易迅

速測定法の開発に使用した遠心器は、 1961年にウィスコ

ンシン大学を著者が訪問した際、新築後まだ日の浅い気

配を漂わせたバブコックホールの玄関を飾っていた。ブ

チロメーターの回転部がカバーされて安全性が確保され、

遠心機全体の高さが 1メートル弱はあったと記憶する。

このような独創的な技術開発にもかかわらず、清廉な彼

は特許申請をおこなわず、技術利用をフリーにすると明

記した。

欧米の基幹食糧を担う酪農業の最重要課題の解決に資

したバブコックの業績は、とくにアメリカ人の間できわ

めて高く評価され、後年、ノーベル賞受賞者決定の時期

が迫ると、今年こそバブコック博士が授賞か？ との期

待記事が、アメリカの主要新聞の紙面に大々的に掲載さ

れたほどであった。しかし、結局、授賞は実現しなかっ

たが、ウィスコンシン大学は大学構内に新築した建物を

バブコックホールと呼んでその功績を讃えた。退職後も、

彼は大学のカフェテリアにしばしば足を運び、好きなホ

リフォック（タチアオイ、立葵）を眺めて静かな晩年を

過ごしたという。生涯独身であった。

1897年アメリカはペンシルベニアから出版された、ミ

ネソタ大学農芸化学の教授スナイダー (H.Snyder)著の

酪農化学 (TheChemistry of Dairying)において、バブコッ

ク法は脂肪率0.2％以下の脱脂乳やバターミルクの場合に

必ずしも信憑性のある結果をあたえるとは限らないと指

摘した上で、全脂乳にたいしては完全に信頼しうる結果

がえられるとして、とくに硫酸と混合後の加温について

触れることはなかった(13)。硫酸との試料の混合後のブチ

ロメーターの温湯中での保温処理は、 20世紀初めころま

では実施されておらず、後年になって加わった操作だっ

たからである。

一方において、工場への遠心式クリームセパレーター

の導入は、受乳する工場側はもちろん、納乳する酪農家

側へも、大きな影響をあたえた。バター工場においては

原料乳の脂肪率がバター収贔、ひいては工場収益に直結

することが白日の下に曝され、原料乳価への測定脂肪率

反映の必要性が強く認識された。高脂肪率原料乳生産性

に対する酪農家の注目の高まりは、乳牛の品種選択や育

種へ影響し、乳脂肪率の高精度迅速測定法の確立が酪農

業全体を覆うに至ったのである。あわせて脂肪率測定値

に商い信憑性が求められるようになったのは、まさに時

代の趨勢であった。バブコック法の発表がおこなわれた

2年後の 1892年のアメリカにおいては、本法による乳脂

肪量に基づく牛乳取引が実施され(14)、1900年には保証牛

乳の生産基準に本法による乳脂率検定が採用され、4(3.5 

~4.5)％と 5(4.5~5.5)％の二つの水準設定がおこなわ

れた(15)。

乳脂肪率測定法進歩のいちじるしかった 1985年に発

表のアメリカの論文においてさえ、その0.01％の誤差が、

売買される牛乳 1ミリオンポンド当たり乳脂肪 100ポン

ドに相当し、 1983年の米国で生産される牛乳 130ビリオ

ンポンドにこの誤差が平均的に適用されるとすれば、年

当たり乳脂肪 13ミリオンポンドの損益となり、乳脂肪ポ

ンド当たり1.69ドル、全量でほぼ22,000,000ドル。脂肪

の代わりに受けとる脱脂乳代を差し引くとその価格は

21,000,000ドルに達するとされた。米国分析化学学会に

よる 1980年発行の 13版A.0.A.C.(Official Methods of 

Association of Official Analytical Chemists)法では、国内 5

試験場でのバブコック法の全平均脂肪率が 4.014である

のに対して、エーテル抽出に基づく重量法が 3.965と

0.051％低い値をあたえることを明らかにした (16)0 

このようなバブコック法の重量式定量値に対する高値

の原因として、採取時の試料乳や添加硫酸の温度、両者

混合時の刹達温度、遠心機の回転条件、回転時の温度、

回転後に注水温度等々が、重量式定量値との差の低下に

向けて検討されてきている (17）。その比較的最近の一例と

して、硫酸混合後の混合液の比重を増加させるために、

すべての点での温度を約 57.5℃から 45℃まで低下する

ように述べた AOAC改良法 (AOACMethod 989.04、2000

年最終改訂）があげられる(18）。この改訂によって、重量

式定量値（AOACMethod 989.05)と統計学的に有意差の

ない成績がえられるという。操作の煩雑さを別にすれば、

バブコック法にはこのようにして信憑性の高い数値が期

待できることになる。

4 ゲルベル法の登場

しかしながら、ヨーロッパでの開発当時のバブコック

乳脂肪率測定法への評価は冷たかった。当時のヨーロッ

パの科学・技術界は自意識過剰と思われるほど、米国に

対する成上り者意識、逆にいえば米国のヨーロッパヘの

対抗意識が強かった、と思わざるをえない。たとえば、

英国の書津から出版された著名な酪農化学(19)や、ミル

クの生産と管理(20)関する著書においては、乳脂肪率迅

速測定法として詳述されるのがゲルベル法であり、また、

ゲルベル法の露払い役を一時的に果たしたレフマン・

ビーム (Leffmann-Beam)法も両書に比較的詳しく記述さ
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れるが、バブコック法は無視されるか、ごく簡単に触れ

られるに留まっている。ゲルベル自身が脂肪率測定法の

開発に当たって、直接に多くを依拠した成績は、上述の

ド・ラバルが考案したラクトリト (Laktorit)法であるが、

この方法について触れられた機会が少ないので、以下に

簡単に敷術する。ゲルベルの伝記によれば、レフマン・

ビーム法と直接的関連がなく、独立して開発されたらし

＜述べられていることを、お断りしておく。

そこで、まず、バブコックより 2年遅れて、 1892年に

英国の分析化学誌Analyst上に発表されたレフマン・ビー

ム法の説明から始めよう。内径6mmのガラス管の頸部を

もった容量 29mlの三角フラスコに、牛乳試料 15mlをい

れ、アミルアルコールと塩酸の等量混合液 3mlを添加、

混合して 5分間静置。 15℃での比重1.84、濃度 96％の硫

酸9mlを徐々に注加した後、慎重にフラスコを旋回させ

て全体をよく混合する。混合状態が不透明の場合には、

水浴中で加温すればよい。ついで、フラスコ頸部の目盛

の上部まで熱い 50％硫酸を添加、手で旋回。遠心器にか

け、分離した脂肪層が液状のうちに、目盛上の脂肪層の

長さを読み取り、この計測値の十分のーが脂肪率を示す、

というのがその概要である。

試薬としてバブコック法が硫酸だけであったのに対し

て、レフマン・ビーム法では少量の塩酸とアミルアルコー

ルが加わっている。これらの試薬は、加温中にエチルア

ルコールでは計測を妨げる気泡が発生する関係上、沸騰

点がエチルアルコールよりもはるかに高い 125~130℃

にあって、気泡発生のおこらないアミルアルコールが選

抜され、透明な脂肪層の形成に利用されたためであろう。

1892年 11月にスイスの化学者ニクラウスゲルベル

(Dr. Niklaus Gerber)は、オズバルドベルゲル (Oswald

Berger) とクルトファンド (CurtPfund) との協力者を

えて、マルシャン法を改良したという、酸ブチロメトリー

と名付けた乳脂肪率の簡易迅速容量分析法を発表した。

後にゲルベル法と呼ばれて有名になるのがこれである。

最初の発表はスイス新聞、数日後にドイツ化学者新聞上

でおこなわれ、学会誌の類に発表された形跡をみいだす

のはむつかしいようである。開発に 2年間の歳月を費や

したという。

ブチロメーターに15℃における比重1.820~1.825の硫

酸 10ml、試料牛乳 11ml、アミルアルコール 1mlを順次加

えて、ゴム栓で密栓、振盪した後、遠心器に 5分間かけ

る。 つぎに 65℃の水浴中に 5分間静置し、目盛部に分

離した淡黄褐色透明な脂肪柱の長さの度数を計測して、

読み取られた数値を脂肪率とする操作によって、ゲルベ

ル法は構成されている。

遠心器の能力としては分当たり 200~250回転で十分。

やむをえない場合には、自転車の後輪の回転軸と輪との

間の支持棒、つまりスポークに取り付けた受器にブチロ

メーターを固定して、ペダルを手動させて遠心できる方

法も紹介している。試薬量が少なく、操作も単純であり、

ゲルベル自身が書いた入門書の影響もあって、本法はロ

シアを含む全ヨーロッパはもちろん、その他の大陸へ急

速に普及していった。フランス語、英語、イタリア語、

オランダ語、デンマーク語、ノルウエー語、スイス語、

フィンランド語そしてスペイン語に入門書の翻訳がおこ

なわれた。また、商オに長けていた彼は、「ほとんど田舎

者たちの中のひとりであるバブコック博士と違って、自

分はこれらの方法と器具について特許あるいは意匠登録

をおこなった」とうそぶき、企業家としても財をなし、

他の少なからぬ酪農事業の創設、経営にも成功を収めた。

1814年に死去している。 64歳であった(21)。

5 重量式と容量式乳脂肪定量法による測定値差への開

眼

上記してきた容量式脂肪定量法には、求めた乳脂肪の

実重量の計測を欠いていたため、容量計測値の信憑性を

問われるのは避けられぬ運命であった。さまざまな方式

が提案されたが、重最式乳脂肪定量法の確立はおそかっ

た。このような状態の中で、もともとは、加糖練乳や無

糖練乳の重量式脂肪定量用に、 1927年に開発された、

レーゼ・ゴットリープ (Rose-Gottlieb)法が、その後、

液状乳に対する乳脂肪定量に信憑性の高い計測値を与え

ることが確認されて、乳脂肪率の基準値として評価され

今日に至っている。操作の大要は、試料牛乳にアンモニ

アを加えて無脂乳固形分を溶解した後、アルコールを添

加混合。エーテル、石油エーテルを順次加えて、その都

度強振。脂肪を抽出・分離した有機溶剤相を、重量既知

の容器にうつした後、有機溶剤を揮発させてから、乾燥

機内で恒量に達するまで乾燥。これから容器重量をさし

ひき、脂肪重量を計測するなどからなる。

脂肪抽出容器には、有機溶剤と水相との間に形成され

た界面よりやや高い位置に、有機溶剤を重量既知容器に

うつすためのガラスコックを設けたレーリッヒ管や、サ

イフォンの作用で有機溶剤相を取り出すために、上方に

曲げた短いガラス管の先を吸い込み口としたガラスU字

管と、容器内に口から呼気を吹き込んで加圧しサイフォ

ンを起動させるためのガラス管とをとりつけた、ゴム栓

を装着したガラス容器が利用されてきた。しかし、最近

の国際酪農連盟の重量式脂肪定量法では、出入部と試料

などの水相部を中央部に対して 45度前後の角度をつけ

て、有機溶剤相を分離しやすくしたモジョニア式抽出

チューブが採用されている (22)。

重量式脂肪率測定法としてのレーゼ・ゴットリーブ法

による基準値に対して、容量分析法としてのバブコック

法やゲルベル法の値がどう位置づけられるのか。 1938年
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にミシガン大学でおこなわれた成績を示そう。 16例の牛

乳について一例に付き 4回分析をおこなって、分析法三

者の平均値はそれぞれ 4.002%、4.118%、4.007％であると

の結果を示した報告がそれである。本例ではバブコック

法が基準法よりも 0.056%、ゲルベル法は 0.035％だけわず

かに高値を示した。また、津郷はそれぞれの値が一0.05

~+0.10%、0~0.02%、山田は 3％の基準値に対してゲルベ

ル法の誤差が 0.08％であることを指摘したと、前記ミシ

ガン大学の成績引用に続けて紹介されている (23)。

さらに、 1948年にはオランダのワーゲニンゲン農科大

学教授のムルダー (Mulder)たちによって、ヨーロッパ

における日常的脂肪定量法としてゲルベル法の普及にと

もなう、基準値 (B)に対するゲルベル法実測値 (A)の

乖離が検討され、その値はどこまでも経験値であって、

きわめて正確とはみなされず、基準値との間に次式のよ

うな関係にあることが示唆されるにいたった (21)0 

A=  (1.04 X B) -。.07
この報告によって、ゲルベル法の試料牛乳採取用ヒ°

ペッ トの容量が、従来の 11mlの代わりに 10.77ml容量の

ピペッ ト使用によって、ゲルベルブチロメーターに示さ

れた脂肪柱目盛上の計測値で基準値に順ずる脂肪率のえ

られる基礎が示されたことになる。しかし、 10.77mlヒ°

ペッ トに関する成果はきわめて有意義であり、理論的に

も興味深いけれども、ゲルベル法への適用を試みるほど

の価値はほとんどないと、当時は顧みられることはな

かった。しかし、 1980年代後期以降、再検討が加えられ、

その有用性が確認されて、 旧来型の現行ヒ°ペットを

10.77mlヒ°ペットにおきかえるよう推奨し(25）、さらに、

全乳に対してはヒ°ペット使用によるよりも、 11.13gの重

最による試料採取を推奨する (26)などの成果が発表され

て、ゲルベル法の公認を拒んできたアメリカの国際分析

化学者協会 (AOACI)が容認に傾きつつあるようにみえ

るのは、ゲルベル法の今後にとって好ましい動きである。

それにしても、双方の結果とも、期待に反して、標準法

と見倣されてきた、エーテル抽出に基づく乳脂肪の重量

分析法による測定値よりも、重量による試料採取のゲル

ベル法分析値が 0.02％とやや低値を、ピペット採取のそ

れが 0.06％と有意な低値を示した。旧来ゲルベル法が重

量法による基準値に比較して有意な高値を与える成績か

ら、従来からの試料乳を 10.77mlにすべしと提唱したム

ルダー理論の帰結から、基準値よりも低くなる上記の結

果は意外の感を拭えない。その原因は何なのであろう

か？ 今後の検討が待たれるところである。

ちなみに、日本の省令によるゲルベル法では、牛乳試

料の採取には 11mlピペットが採用以降、一貫して規格と

して使用され、今日に至っている。つまり、日本規格に

よるゲルベル法に基づいて得られた脂肪率測定値が重量

式測定法による実測地よりも、約 0.1増の脂肪率として

計測され続けてきたといわれる所以であろう。しかし、

前者と後者とによって計測された「乳脂肪」の実体の比

較は行われておらず、両者間の量的・質的相違の原因究

明は今後の課題として残されているように思われる。

日本での牛乳脂肪率検定にゲルベル法公式採用が

1910年というのは、当時の情報伝達速度から考えて早

かったといえるだろう。明治2年に医学教育へのドイツ

医学導入を決定した明治政府の方針の基に、牛乳衛生取

締行政の総元締め初代衛生局長長与専斎が医学修得のた

めに送り出した国費留学生に、 ドイツを留学先とする者

が多く、後年、 日本の衛生改善に大きな足跡を残すこと

になる、北里柴三郎や森林太郎（鴎外）も、この中に含

まれていた。明治43(1910)年の牛乳取締規則改正にお

いて 「マルチャント」法から「ゲルベル」法に切り替え

られた理由は、 日本がドイツ医学に傾斜していた当時の

背景を抜きにして語れないであろう。

6 日本におけるバブコック法の展開と現状

一方、 日本には農林水産物の品質基準を定めた 日本農

林規格、最近では一般JAS規格と呼ばれ、JASマー

クを付けることのできる規格がある。昭和 25(1950)年

4月 3日の 「農林省告示第一三一号」の牛乳、乳製品の

日本農林規格がそれであった。この中の原料牛乳規格の

項目に脂肪率が記載されていて、脂肪率測定にはバブ

コック法またはゲルベル法を用い、 ー等乳の脂肪率は

3.2％以上、二等乳は 2.8％以上と規定されていた。

バプコック法の日本への導入開始時期は明らかでない

が、日本における乳牛の主力品種ホルスタインの源流が、

政府主導の乳用種のエアシャー、シンメンタールおよび

プラウンスイス種指定と異なって、自らの搾乳実績に着

目していた民間ベースによるホルスタインに由来し、大

正期にはそのほとんどが、米国系ホルスタインによって

占められた事実と関連がありそうである。当時のアメリ

カでの乳牛の産乳能力検定の尺度の一つにバブコック法

による乳脂肪率が用いられ、 日本の酪農現場においても

なじみやすく、バブコック法の導入も民間ベースで進ん

だと考えられるからである。そしてその本格的導入に、

前記の農林規格告示第一三一号が採用促進に働いた可能

性は否定できまい。

すでに、日本においては昭和 13(1938)年 11月26日

交付の 「農林・商工省令第五号」に基づく、 同年 12月 1

日の農林省畜産局長通牒によって、明治43(1910)年の

「農商務省令第六号」で指定した検査手数料を徴する都

道府県営検査の対象に牛乳とバターを加え、公布日から

の検査実施が通牒されていた。バター製造の先進地と

なっていた北海道においては、これに基づき昭和 16

(1941)年7月 1日 「北海道庁令第九十号」により北海
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道酪農検査規則条例などを制定し、牛乳検査標準を定め、

この検査項目の一つにバブコック法による脂肪率が挙げ

られた。その実施法は次の通りである (27)。

「牛乳 17.7立法糎ヲバブコック氏脂肪検定壕二採リ

硫酸（摂氏 15度二於テ比重1.82乃至1.83トス） 17.5立

方糎ヲ注加振盪シテ混和シ全液褐紫色トナリタル後 5分

間遠心分離器二掛ケ更二摂氏 60度ノ温湯ヲ頸部ノ下端

迄注加シ2分間遠心分離シ再度前記温湯ヲ注加シ脂肪層

ヲ目盛ノ上端近ク迄登ラセ 1分間遠心分離ヲ行ヒタル後

摂氏 60度ノ温湯二浸シ其ノ温度二於テ分画器二依リテ

脂肪層ノ度数ヲ検ス」

この検査にあたったのは北海道酪農検査所であった。

その後、昭和 25(1950)年6月4日の「北海道条例第三

五号」によって北海道酪農検査規則を廃止し、原料乳を

対象とする北海道原料乳検査条例を制定するにともない、

バブコック法の実施要領が下記のように改善された(28)0 

「C15から 20度の均質に混和された牛乳 17.6ccをバ

ブコック式テストボットルにとり、同温度の良質な工業

用硫酸 (C20度で比重1.82から1.83までとする） 17.5cc

を注ぎ、よく混和して、全液が暗褐色となった後、 5分

間遠心分離器にかけ、これに85℃以上の温湯をボットル

目盛管の下端まで注加して、 2分間遠心分離をなし、再

び、前記の如き温湯を注加して脂肪層全部を目盛のある

部分まで昇らせ、 1分間遠心分離を行った後、 60℃の温

湯に脂肪柱がかくれるまで5分間浸し、その温度でデバ

イダーによって脂肪柱の最上端から最下端までを測定す

る。」

一回目の遠心分離後の柱入温湯温度が 60℃から 85℃

以上に上げられているが、変更理由はわからない。この

改良バブコック法にはさらに昭和 29(1954)年にAOAC

式ヒ°ペットとブチロメーターの採用が行われ(25)、昭和60

(1985)年度までバブコック法が続行された。しかし、

昭和48(1973)年に農林省畜産局長あてに提出した原料

乳の日本農林規格の改正に関する意見書において、濁度

の光電光度測定に基づく脂肪率測定機による検査法を容

認すべきであるとし、昭和 61(1986)年度以降は赤外吸

収スペクトルによる乳成分分析機の導入によって、乳脂

肪、乳タンパク質およびラクトースの 3成分を、一挙に

計測できる体制に転換し今日に至っている。大量の合乳、

個乳および個体乳の脂肪率検定に対応できず、また乳脂

肪率増加と平行しない無脂乳固形分、とくに乳タンパク

質を重視した原料乳取引に即応できる分析機器の導入は

時代の趨勢であり、革新でもあった。しかし、これらの

機器分析の基準調製には注水温度を 60℃以上としたバ

ブコック法による計測値が使用されつづけている (29)0 

バブコック法には操作が簡単で容器破損のリスクが少

ない利点があるが、試料牛乳へ硫酸添加後におこなう混

合時の無脂乳固形分の部分分解を経て、遠心器にかける

までの最適時判定がむつかしく、習熟するまでに時間を

必要とする難点がある。分解不十分時には遠心後に形成

される脂肪柱の下部界面に白色不溶物が浮遊して、脂肪

柱の読み取りを困難とし、分解過度の場合には黒色炭化

物が浮遊し、脂肪柱が不透明になるなどの現象がおこる

からである。しかし、他方、ゲルベル法には、定められ

た操作条件にしたがえば、比較的容易に信憑性の高い測

定値がえられる利点のある一方において、温度保持条件

の維持が煩雑であり、また操作中の発熱のために高まっ

たブチロメーターの内圧によって、時としてゴム栓がは

ずれ、生じた飛沫硫酸による皮慮や衣服への被害のおこ

る可能性が潜んでいるなどの欠点がある。なお、近年の

日本においては、計測後のブチロメーターからでる廃液

中の硫酸処理が、環境への影響に対する配慮が重要に

なっている。

この間、とくに近年における日本の生乳乳質改善はい

ちじるしく、その脂肪率は昭和 55(1980)年に日本農林

規格を大幅に超えて、 3.7％前後、現在は 3.9％前後に達し

た。このような状況から平成 17(2005)年に牛乳、乳製

品の日本農林規格は廃止されるに至った(30)。

すでに北海道における生乳検査の変遷について簡単に

触れたように、第二次世界大戦後に開発の進んだ分析機

器技術の乳成分分析への導入によって、乳脂肪率定量法

に革命がもたらされた。濁度の吸光度、赤外吸収スペク

トルの変化の測定値から自動的に脂肪率が自記されるの

で、試料ごとに測定するシステムの構築が、自動脂肪率

測定を可能にした(31）。さらに脂肪率測定の他に、全乳固

形分、乳タンパク質、ラクトース率、そして細菌数測定

用機器分析機などの開発、実用化が相継いだ。高額な機

器を設定できる場は限定されるが、分析に関係する技術

者の労力節減に著しい効果を発揮し、また、廃液処理上

の問題からも受け入れやすく、 1975年前後から日本国内

に急速に普及した。

各都道府県にほとんど設置されて生乳の品質改善に重

要な役割を果たした公的生乳検査機関は、このような状

況から縮小を余儀なくされ、現在では9都道府県の機関

で、生乳検査業務が集中的に実施されるようになってい

る。

日本乳業技術協会の細野明義によれば、酪農家から出

荷される生乳の乳価決定に際して実施される検査を配分

検査といい、配分検査には、 9都道府県の機関は、具体

的にはホクレン農業協同組合連合会、東北生乳販売農業

協同組合連合会、関東生乳販売農業協同組合連合会、北

陸酪農業協同組合連合会、東海酪農協同組合連合会、近

畿生乳販売農業協同組合連合会、中国生乳販売農業協同

組合連合会、四国生乳販売農業協同組合連合会、九朴I生

乳販売農業協同組合連合会（含沖縄県）の各生乳検査所

が当たる。
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そして、その成分測定には、赤外吸収スペクトルによ

る多成分測定用機器分析機（1956年創立の FOSS社製の

ミルコスキャン MilkoScan)が駆動中である。また、この

ような公的生乳検査の集中化、寡占化の急速な進行に

伴って、必然的に要求される基準の共有化に対しては、

日本乳業技術協会が調製した校正乳用試料の基準値設定

によって対処するため、日本乳業技術協会に事務局をお

く生乳検査精度管理委員会がごく最近発足した。乳脂肪

率基準値には、ゲルベル法による日本乳業技術協会とバ

ブコック法による北海道酪農検定協会との校正乳測定値

の平均値が設定されている。生乳全生産量のほぼ半ばを

占める北海道において、ミルコスキャンの脂肪基準値に

バブコック法による測定値設定が実施されているからで

ある。

さらに、日本乳業技術協会に設置されたマスター・ミ

ルコスキャンの校正乳用試料の脂肪率はゲルベ法によっ

て決定され、国際リンクテストに参加して、主要国の基

準機の測定値との誤差発生への配慮を欠かすことはない。

一方、各地域の生乳販売連合会からメーカーに集荷さ

れた、生乳買取時に実施される検査を取引検査といい、

ほとんどのメーカーの検査室は、ミルコスキャンによる

成分分析の一環として、乳脂肪率測定を実施している。

しかし、分析機器を設置していない、あるいは設置でき

ない一部メーカーは、最寄りの公的検査機関に成分分析

を依頼しているのが実清である。また、大手を含めた全

乳業メーカーの現在数700~800箇所の工場では、工場出

荷時に、ゲルベル法による脂肪率測定を実施していると

Vヽう (32)。

Standardization, ISO) 規格が発表されており(ISO

2446:1976)、本規格を基にして国際標準化機構および国

際酪農連盟の共同によって作成された、ミルク中の脂肪

の日常的定量法 (Milk- Determination of fat content 

(Routine method) ISO/FDIS 2446 IDF 226として、ケ

ルベル法に関する最終国際規格案 (FinalDraft 

International Standards, FDIS)が論議中になっている (33)0 

したがって、本案が賛成をえられるならば文字通りの国

際規格（IS02446/IDF226)となるからである。ちなみに、

1903年に結成された国際酪農連盟は、現在 40ケ国が加

盟している国際的な世界的非営利酪農団体である。

平成 18(2006)年8月4日「厚生労働省令第一四八号」

をもって平成 18年 9月 1日施工の、昭和 26(1951)年

12月 27日「厚生省令第五二号」を改正した、最新の乳

及び乳製品の成分規格等に関する省令において、（七）乳

等の成分規格の試験法の（1)乳及び乳製品、 3乳及び乳

製品の乳脂肪及び乳たんぱく質の定量法、 a牛乳、特別

牛乳、殺菌山羊乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳

の乳脂肪分の定量法として、

「硫酸ー0mlを硫酸用ヒ°ペットを用いてゲルベル乳

脂計に注入し、次に乳―-m]を牛乳用ヒ°ペッ トを用いて

徐々に硫酸上に層積し更に純アミルアルコールー m]を

加えゴム栓をし、指で栓を圧しつつ振り乳を溶解した後、

約六五度の温湯中に一五分間浸し、次に三分から五分間

遠心器（一分間の回転数七00回以上）にかけ更に約六

五度の温湯中に浸して温度を一定にし析出した脂肪層の

度数を乳ー00分中の乳脂肪量とする。

0試薬

A 硫酸 ー五度で比重ー・八二0からー・八二五ま

7 日本におけるゲルベル定量法の現状 でのもの

しかし、その一方において、乳等省令にあるゲルベル

法による脂肪率測定が公定法として厳然と存在する事実

に変わりはない。機器分析の実施時における機器の標準

化には、筆者の知る限りにおいて、北海道酪農検定検査

協会のバブコック法採用を除き、依然としてゲルベル法

測定値が基準値として採用されている。それ故に、乳等

省令によるゲルベル法計測値の基準値採用は、オリジナ

ルなゲルベル法計測値がもつ、国際的に信憑性が高く信

憑性のある重量式計測値との乖離を抱え込んでしまった

意味において、日本の酪農・乳業への影響はきわめて大

きいといわねばならない。

いずれにしても、バブコック法はゲルベル法に比較し

て、米国と日本のように限定された一部地域の存在に留

まっている、といわざるをえない。世界の牛乳脂肪率簡

易測定法として、ゲルベル法の優位は動かない。近年の

酪農、乳業のグローバル化にともなって、すでに 1976

年に国際標準化機構 （InternationalOrganization for 

B アミルアルコール 沸点が一二八度から一三二

度まで、比重が一五度で約O・ 八一のもので、本

品二 mlについて水―-mlを用いて牛乳の場合と

同様にして盲検を行い一夜放置して油状物の分離

を認めないもの」と記述されている。

なお、明治 33(1900)年 5月「内務省令第二十号」牛

乳ノ比重及脂肪量ノ検定方法、明治43(1910)年 5月「内

務省令第十八号」では下記のとおりである。

「硫酸（摂氏十五度二於テ比重ー・八二0乃至ー・八

二五ニシテ九十乃至九十一％ノモノ）十立方「センチメー

トル」ヲ「ピペッ ト」ヲ用ヒテゲンレベル氏 「ブチロメー

トル」二注入シ次二注意シテ純アミールアルコホル（摂

氏十五度二於テ約比重O・ 八ー五ニシテ沸騰点百二十八

乃至百三十度ノモノ）一立方「センチメートル」ヲ層積

シ（前両試験ハ測取前二約十五度トナスヘシ）然ル後摂

氏十五度ノ牛乳十一立方「センチメートル」ヲ「ピペッ

ト」ヲ用ヰテ「ブチロメートル」ノ腹部二接シ徐々二流

下セシメテ「アルコホル」上二層積シ亀裂ナキ乾燥ゴム
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栓ヲ以テ善ク栓塞シ指ヲ以テ栓ヲ駆シッヽ急二振盪シ牛

乳ノ溶解シタル後更二藪回彼方此方へ動カシ十五分時間

六十乃至七十度ノ温湯中二挿入シ次ニニ乃至三分時間回

轄敷七百回以上ノモノヽニ掛ケ更二六十乃至七十度ノ温

湯中二敷分時間挿入シ弦二析出セル脂肪層ノ度敷ヲ読取

スヘシ而シテ其ノ度敷二十分ノーヲ乗スルトキハ直二牛

乳百分中ノ脂肪量ヲ得ヘシ」

日本に最初に内務省による公定法として公布されたゲ

ルベル法の操作条件は、上記したゲルベルのオリジナル

と異なっている。アミルアルコールの添加が硫酸のつぎ、

つまり試料牛乳添加前とされ、ブチロメーター振盪後お

よび遠心後の加温温度にオリジナルの 65℃を 60~70℃

と幅をもたせ、加温時間を振盪後の5分間から 15分間と、

遠心後の数分間にわけ、遠心条件を 200~230回、 5分間

を700回転以上、 2~3分間とした点がそれである。

これらの諸条件のうち昭和8(1933)年 11月10日「内

務省令第四四号」、改正昭和 16(1941)年 12月29日「厚

生省令第七四号」において、加温温度が約 65℃と改正さ

れた。そして昭和 23(1948)年「厚生省告示第一〇六号」、

昭和 28(1953)年 「厚生省告示第一九七号」改正では、

加温温度が 60~65℃と変わり、加温時間はそれぞれ 15

分間、 5分間、遠心条件が 700~1000回転、 3~5分間と

変更される。さらに、遠心条件を 1分間の回転数約 700

回以上、遠心後約 65度の温湯中に浸して温度を一定にし

と改正されて現在に至っているのが、既述した平成 18

(2006)年「厚生労働省令第一四八号」をもって施行さ

れた省令である。

これに対して、ごく最近発表された上述の FDISにお

いて審議中のゲルベル法の実施法は下記のようになって

いる。日本公定法との明確な比較の必要上、やや煩雑に

わたるが、日常的乳脂肪率定量法の実施法の大要を紹介

しよう。

「検定実施に先立ち、必要があれば水浴を使用して試

料牛乳温度を 20ないし 30℃に調整する。この間に脂肪

がチャーニングしたり泡立たないように、試料瓶を繰り

返し緩やかかつ十分に反転させて、試料を混合する。試

料に形成されたクリーム層の分散が難しく、あるいは少

しチャーニングが起こっている徴候があれば、水浴中で

34℃~40℃に徐々に温め、緩やかに混合する。必要に応

じて、脂肪の分散を計るために、適切な混合器を利用し

てもよい。脂肪が均ーに分散したならば、乳温を速やか

に約 20℃ （ミルク用ヒ°ペットの目盛が熱帯地域の国々に

調節されている場合には約 27℃)に調節して、直ちにブ

チロメーターに試料を入れられる状態に準備を整えてお

く。最終的な温度調節を終えたならば、気泡を浮き上が

らせるために、通常3~4分間静置する。しかし、混合器

使用の際には、 2時間まで放置した後に温度調節をおこ

なう必要がある。しかし、この操作中に試料瓶の器壁に

粒子の付着が見られたり、あるいは液状脂肪が試料乳表

面に浮遊しているような場合には、脂肪率測定結果は信

用できなくなる。

つぎに 20℃において比重1.816土0.004 の硫酸

10土0.2ml(90.4土0.8容量％にほぼ相当）＊を自動計量あ

るいは安全ヒ°ペットを用いてブチロメーター中に、その

頚部に硫酸が付かぬよう、また空気を巻き込まぬように

注意しながら注入する。

直ちに牛乳試料瓶を 3ないし 4回緩やかに反転させて

から、ミルク用ヒ°ペットに目盛の少し上まで必要量の乳

試料をとり、ヒ°ペット先端部の外部に付いたミルクを拭

ぎとる。ヒ°ペットを垂直に保持して、目盛を目線の高さ

におき、傾けた試料瓶の頚部内部に接触させて、目盛線

と一致するまでピペット内の試料を流下させて止め、ヒ°

ペットを約45度の角度に傾けて、ヒ°ペット先端を垂直に

おいたブチロメーターに移動させ、試料乳をできるだけ

硫酸と混合しないように流下させて、硫酸の上部に層を

作るようにプチロメーターに注入する。流下し終えたな

らば、 3秒後に、ヒ°ペット先端部をブチロメーター頚部

内に接触させてから、ヒ°ペットをはずす。この際、ブチ

ロメーターの頚部に試料乳が付かないように注意しなけ

ればならない。

つぎにアミルアルコール＊＊1.0土0.05mlを自動あるい

は安全ヒ°ペットを使用してブチロメーターに添加する。

添加に際して、ブチロメーター頚部に付かぬよう、そし

て内部の液体を混合しないように注意するのは、上記と

同様である。

内部の液体を乱さないようにしながら、ブチロメー

ターにゴムあるいはプラスチック製の栓を確実に取り付

ける。両面栓使用時には、その最も太くなった中間部を、

少なくともブチロメーター頚部の縁レベルまで捻じ込む

必要があり、ロック栓の場合には、金属性の棒状キーを

使って、栓の縁がブチロメーターの頚部と接触するまで

押し込まねばならない＊＊＊。

操作中の破損や脱栓を防ぐためのスタンドにブチロ

メーターを入れて内容が十分に混合し、乳タンパク質が

完全に溶解して白い粒子が残らなくなるまで、ブチロ

メーターを振盪・反転し、すぐにブチロメーターを遠心

機にかけて、 2分以内にプチロメーター・ストッパー外

縁部において、350土50gの相対的遠心加速度に達するよ

うにして、その後、 5分間、この速度で遠心する。なお、

遠心後のブチロメーターの温度が 30℃~50℃の間にあ

るようにすべきである。

遠心機から取り外したブチロメーターの栓を、必要が

あれば出し入れして分離した脂肪層を計測部の下部にく

るように移動させた後、栓を下にして、脂肪柱の上部ま

で水面がくるような位置において、65士2℃の温水浴中に

3分間以上、 10分間以下の間静置する。

- 37 -



温水浴から取りだしたブチロメーターの栓を慎重に調

整して、脂肪柱を主目盛ラインの上縁に徐々に移動させ

る。栓が固体ゴム栓の時は栓を少し引き出して頚部にス

トレスをかけないようにするのが好ましく、ロック栓の

時はキーを栓に押し込んで、脂肪柱を適切な位置まで上

昇させるようにする。脂肪柱を動かさないようにして、

目線において脂肪柱の下部と一致する目盛を読み取り、

すばやく同様にして脂肪柱上部の最低境界面に一致する

目盛を読み、両者の差から脂肪率が求められる。

求めた計測値のチェックが必要であれば、ブチロメー

ターを 65土2℃の温水浴中に戻して、 3分間以上、 10分

間以下の間静置後、取りだして既述したように読み取れ

ばよい。

脂肪率の表示が牛乳 100g当たりの、あるいは牛乳

100ml当たりのグラム数になるかは、使用したミルクヒ°

ペットの目盛の単位によって異なる。

＊
 

＊ ＊ 

比重1.84,98％容量パーセントの硫酸908m]を水

160m]に加えて調製する。

少なくとも 98％が第 1級アルコールのペンタン

乳 100ml当たりのグラム数としてまったく一致するか、

あるいは一定の関係をもつことになる。」 (33)

上記のように、我が国における最新の乳及び乳製品の成

分規格等に関する省令中のゲルベル法と、国際標準化機構

および国際酪農連盟の共同によって作成され最終国際規

格案 (FinalDraft International Standards, FDIS)が論議中の、

ミルク中の脂肪の日常的定量法 (Milk- Determination of 

fat content (Routine method) 1S0/FDIS 2446 IDF 226 

のケルベル法とを比較すれば、共通の原理に立脚しながら

も、両法の具体的実施法の間に横たわる設定条件の差の大

きさに、改めて注目せざるをえない。後者は現在に至るま

で改良をつづけ、基準とされる重量式定量法 (Milk-

Determination of fat content -Gravimetric method (Reference 

method) ) ISO/CD 1211 IDF 1による計測値と、ほとん

ど同等のレベルに達していることがわかる。日本において、

バブコック法およびゲルベル法測定値を国際的な標準と

看倣されている重量法による測定値、それは真値といえる

かもしれないが、これへの接近を意図した測定法自体に対

する検討成績は、ほとんど発表されていないように思われ

-1ーオールと 2ーメチルブタン一1ーオールか る。日本の公定ゲルベル法に対する検討が国際水準の先端

らなり、残りが少なくとも 2ーメチルブタン に遅れをとっているのは明らかであろう。

-1ーオールとブタンー1ーオールだけ不純物か

らなり、第2級アルコール類、 2メチルブタン 2

ーオール、フランオール、ガソリン、ベンゼン

誘導体および水フリー、常気圧 10.3k/Paのもと

で、 98％以上の画分が 132℃以下で蒸留され、 5%

以下の画分が 128℃以下で蒸留されるアミルア

ルコール（この分析法を満足させる標準アミル

アルコールは 128~131.5℃の間の沸騰点 2℃範

囲の画分を集めてれえられる。

栓には国際ゴム硬度(IRHD)38土5の片面栓、

両面栓、そしてキーと呼ばれる押し込み用金属

棒とセットになったストッパー栓の三種(34)の

いずれかが使用される。

同一人物、同一実験室、同一実権機材、同一試料につ

いて短時間のラグをおいて本法によって独立してえられ

た二つの結果の絶対的な差は、ブチロメーターの最小目

盛相当値を超えないだろう。 0.01％以下の目盛エラーの

ブチロメーター使用時の、両定量値の間の違いは最小目

盛の半分を超えることはない。しかし、特別なミルクヒ°

ペットを使用した時の結果が、基準法と一致する範囲外

にあるならば、要すれば修正するほうがよい。

この国際標準法として明記されたゲルベル法と、 ISO

（国際標準化機構） 1211/IDF（国際酪農連連盟） 1に明

記されたレーゼゴットリープ重量式基準法(35) とによる

脂肪定量を周期的に実施してゲルベル法の値をチェック

する必要がある。使用したミルクヒ°ペッ トの目盛に使わ

れた度数単位によって、牛乳 100g当たりの、あるいは牛

＊ ＊ ＊ 

終わりに望み、ゲルベルの生涯に関する貴重な文献入

手に、ご配慮を賜った日本獣医生命科学大学の阿久澤良

造教授、アイルランドはコーク大学の P.F.Fox教授、ス

イスはチューリッヒ大学の E.Renner教授。 19世紀末の

アメリカの乳化学文献入手をご援助くださった帯広畜産

大学の浦島 匡教授。国際酪農連盟の乳脂肪分析の情報

に関してご教示いただいた国際酪農連盟日本国内委員会

の菅沼修氏、日本の日常的乳脂肪率分析法の実施の現状

についてご教示くださった財団法人日本乳業技術協会の

細野明義常務理事、新潟青陵大学短期大学部の荒井威吉

教授、宮城県畜産協会中央事業所の板橋一男氏、岩手県

畜産協会家畜衛生部検査課の半田好昭氏、北海道酪農検

定検査協会生乳検査部の熊野康隆部長。そして本誌発刊

に漕ぎ着けられた矢澤好幸事務局長をはじめ編集委員各

位のご努力に感謝したい。

（東北大学名誉教授）
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日本酪農乳業史研究会設立総会記事

1 日 時 平成20(2008)年4月26日（土） 13時30分～16時30分

2 場所 日本大学生物資源科学部博物館会鏃室

（神奈川県藤沢市亀井野 1866番地

3 出席者 出席者 18名（入会者26名）

4 日 程

司会進行 日本大学准教授 増田哲也

開会挨拶 東北大学名誉教授 足立達

座 長 日本乳業技術協会理事長 中瀬信三

議 事

① 日本酪農乳業史研究会々則（資料1)

② 日本酪農乳業史研究会指針（資料2)

③ 日本酪農乳業史研究会役員・事務局（資料3)

④ 平成20年度事業計画・収支予算（資料4)

⑤ その他

設立総会終了後、日本大学内において日本酪農乳業史研究会設立祝賀会を開催した。開会挨拶足立達会長、乾杯音頭中

瀬信三副会長、交流懇談、閉会挨拶中田俊男副会長、記念撮影をして盛会裡に終了した。
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日本酪農乳業史研究会設立趣意書

世界の乳利用は数千年の歴史を有し、人間の文明、文化の重要な伴侶となってきました。そして世界の各地には、

特徴ある乳文化が形成され、人間生活において不可欠な糧となってきました。

わが国は、中国の乳文化を継承した古代、中世、近世の時代から、明治期の欧米文化の導入を経て、近代科学時代

に入り「アジアにおける乳文化の奇跡」といわれるに至りました。加えて、わが国の酪農乳業における諸技術は先進

国として栄誉を自負するに至りました。

しかしながら、世界における乳業界は不均衡発展の状態にあり、人類が等しく乳文化の恩恵にあるとは言い難い状

況にあります。そして急速な発展をみてきたわが国の乳文化においても、近年、消費利用の停滞を始め、経済的問題

が前面化し、乳の価値観等においても跛行的傾向がみられるようになりました。

そこで、正しく乳文化を理解し、将来への明るい展望を伝えていくことは、われわれの、ある種の義務であるとも

思わられます。

そして、温故知新、稽古照今の言葉に語られるように、「賢者は歴史に学ぶ」ことを任じ、乳文化の先人の卓越し

た英知と人間の額郁さを学んで、後世に伝えていく必要があると思います。

酪農および乳業の区分は一般的にやや曖昧に使われますが、ここでは、酪農は「乳畜の飼養と乳生産」の過程、乳

業は「乳処理加工と販売」の過程とし、これらを総称して「酪農乳業」としました。

これらに関わる人々が、後世に伝える知見を共に学ぶ場として「日本酪農乳業史研究会」の設立を提案申し上げま

す。多くの先進国には、既に酪農乳業史研究会のような組織があり、また、わが国でも何人かの先輩方が、このよう

な研究会の必要性を提案された経緯があります。何卒、趣意ご賢察賜わりたくお願い申し上げ、この研究会の発展が

わが国の酪農乳業の発展に寄与することを念じて止みません。

平成20年 3月31日

日本酪農乳業史研究会設立発起人代表 足心エ 達t
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日本酪農乳業史研究会々則

平成20年4月26日制定

（名称） （役員の職務）

第1条 この会は、日本酪農乳業史研究会（以下「本 第7条 本会役員の職務は、次の通りとする。

会」という）という。

（目的）

第2条 本会は、日本および世界の酪農乳業発展史に

（事業）

おける生産技術、経済、社会、文化等に関す

る総合的研究を行い、酪農乳業の発展に寄与

することを目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事

業を行う。

1 酪農乳業史に関する情報交換、研究発表会等

の開催。

2 酪農乳業史に関する調査、現地視察等の開催。

3 酪農乳業史に関する研究成果及び会報等の発

刊。

4 その他、本会の目的を達成するために必要な

事業。

（会員）

第4条 本会の会員は次の通りとする。

1 本会の目的に賛同する個人。

2 本会の目的に賛同する企業又は団体。

（会費）

第5条 本会々員の年会費は、次の通りとする。

1 個人会員

2 団体会員

（役員）

5,000 円

30,000円（l口以上）

第6条 本会に次の役員を置き、総会において選出す

る。

1 会長 1名

2 副会長 若千名

3 理事 若千名（常務理事を含む）

4 監事 2名

5 事務局長 1名

6 評議員 若干名

7 顧問・参与若干名

1 会長は、本会を代表し会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し会長に事故があると

きは職務を代行する。

3 理事は、会務の重要事項について審議し執行

する。

4 監事は、本会の業務及び経理を監査する。

5 評議員は、本会の業務について審議する。

6 顧問、参与は、会長の諮問に応じ重要事項に

参画する。

（役員の任期）

第8条 役員の任期は、 2年とする。但し再任は妨げ

なVヽ。

（会議）

第9条 本会の会議は、次の通りとする。

1 総会

① 総会は、通常総会及び臨時総会とし、本会

の基本的事項を審議決定する。

② 総会は、会長が招集し議長となる。

③ 総会は、出席した会員の過半数の賛成によ

り議決する。

2 理事会

① 理事会の構成は、理事、監事、事務局長と

する。

② 理事会は、会長が招集し議長となる。

③ 理事会は、本会の重要事項を審議し執行す

る。

3 評議員会

① 評議員会は、会長が招集し議長となる。

② 評議員会は、本会の業務の重要事項を評議

する。

第 10条 会長は、本会の業務を円滑に遂行するため、

（事務局）

理事会の議決を経て専門部会（委員会）を設

けることができる。

第 11条 本会は、事務を処理するため事務局を置く。

1 事務局長は、会長の命を受け、本会の業務及

び経理の処理に当たる。
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2 事務局に関する事項は、理事会の議を経て会

長が別に定める。

（経理）

第 12条 本会の経理は、次に掲げるものをもって当てる。

1 会費

2 寄付金

3 事業に伴う収入

4 その他の収入

（事業年度）

第 13条本会の年度は、毎年4月 1日に始まり 3月 31

日に終わる。

附則

1 この会則に定めるもののほか、本会の運営に

必要な規定は、理事会の議決を経て別に定め

る。

2 本会則の変更は、総会の議決を経なければな

らない。

3 本会則は、平成20年 4月 1日から施行する。
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日本酪農乳業史研究会研究指針

1.対象動物

牛・水牛・山羊・緬羊・ヤク・ラクダ・馬・ロバ•その他乳の生産動物

2.歴史的範囲

古代から現代（概ね 10年以前を想定）まで

3.地域

わが国を中心として世界諸地域

4.内容

乳に関する生産、利用、流通、政策、文化等

5.研究対象

(1)酪農技術部門

① 乳畜の導入・改良

② 乳畜の飼料・飼養・施設

③ 乳畜の搾乳

(2)乳業技術部門

① 乳の処理・加工

② 乳の衛生・公衆衛生・検査・品質管理

③ 乳・乳製品の開発（乳・バター・チーズ・ヨーグルト・アイスクリーム・煉粉乳・乳酸苗等）

(3)経済政策部門

① 法制・経済関係

② 教育・研究関係

(4)乳文化と社会部門

① 古代乳文化

② 乳文化の変遷

③ 乳文化に関する人物

④ 乳文化と宗教・文学

(5)その他

6.展望

3~5年以内に会員を 100名以上とし、日本農学会、日本学術会議のメンバーになれるような学術団体を目標にし

て、酪農乳業の発展に寄与するため、政策提言及び啓蒙活動等を行う。

- 45 -



日本酪農乳業史研究会役員名簿 (2008、2009年度）

会 長

長会~
 

百
田

常務理事

常務理事・事務局長

常務理事・事務局

常務理事・事務局

監事

評議員

足立達 （東北大学名誉教授）

中瀬信三 （（財）日本乳業技術協会理事長）

中田俊男 （トモヱ乳業株式会社社長）

柴田章夫 （元日本大学生物資源科学部教授）

長野賓 （元日本大学生物資源科学部教授）

細野明義 （（財）日本乳業技術協会常務理事）

森田邦雄 （（社）日本乳業協会常務理事）

小林信一 （日本大学生物資源科学部教授）

矢澤好幸 （閥協同牛乳技術顧問）

増田哲也 （日本大学生物資源科学部准教授）

小泉聖一 （日本大学生物資源科学部准教授）

香川荘一 （元（社）家畜改良事業団理事長）

阿久沢良造（日本獣医生命科学大学教授）

青沼明徳 （（社）日本酪農乳業協会専務理事）

ーノ瀬文夫（（株）農友社取締役）

蔵田良則 （中国福健省甫雁有限公司顧問）

小玉詔司 （マトリックス株式会社社長）

斎藤武至 （日本大学生物資源科学部専任講師）

斎藤多喜夫（元横浜都市発展記念館調査研究員）

斎藤北斗 （（社）全国酪農協会）

佐藤忠吉 （木次乳業有限会社相談役）

畠山正博 （（株）農友社社長）

稗貫 峻 （日本大学大学院兼任講師）

古谷裕彦 （古谷乳業株式会社取締役）

前田朋宏 （閥デーリィ・ジャパン社副編集長）

前田浩史 （（社）中央酪農会議事務局長）

宮内章吉 （中沢フーズ（株）部長）

編集委員会

委員長

委員

小林信一

細野明義、稗貰峻、増田哲也、

小泉聖一、矢澤好幸、前田朋宏
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日本酪農乳業史研究会事務局

① 研究会名

② 事務局所在地

③ 英文呼称

日本酪農乳業史研究会

日本大学生物資源科学部畜産経営学研究室内

252-0813 神奈川県藤沢市亀井野 1866

電話・ FAX共通0466-84-3648 

Japanese Society of Dairy History 

Lab. Management of Animal Industry 

Department of Animal Science and Resources 

College of Bioresource Sciences 

Nihon University 

1866 Kameino, Fujisawa, Kanagawa, 252-8510 Japan 

④事務局担当者事務局長矢澤好幸 (090-7414-4111)

庶務担当 増田哲也 (0466-84-3662・畜産食品科学研究室）

会計担当 小泉聖一 (0466-84-3648．畜産経営学研究室）
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平成20年度事業計画・収支予算
（自：平成20年4月1日 至：平成21年3月31日）

第 1 基本方針

日本酪農乳業史研究会（以下「本会」という）は、日本および世界の酪農乳業史における生産技術、経済、社

会、文化等に関する総合的研究を行い酪農乳業の発展に寄与するために次の事業を行う。

第2 事業計画

研究会の目的を達成するため、会員相互の連携により下記の事業を実施する。

1.酪農乳業史に関する情報交換、研究発表会の開催。

2. 酪農乳業史に関する調査・現地視察の開催。

3.酪農乳業史に関する研究成果及び会報の発行。

（酪農乳業史研究・Journal of Dairy History) 

4.その他、研究会の目的に関連する事業。
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第3 収支予算

（内訳）

l 収入の部

（単位：円）

大科 目 中科 目 予算 金 額 備 考

会費収入 100,000 @5,000X20 

その他の収入 100,000 寄付金 • その他

収入合計 200,000 

2 支出の部

（単位：円）

大科 目 中科 目 予算金額 備 考

運営費 28,000 

会議費 5,000 @2,500X2回

備品費 6,000 印鑑など

消耗品費 10,000 文具・封筒・コピー等

通信運搬費 7,000 @100X70 

事業費 170,000 

研究会開催費 50,000 年1回研究会開催

会報作成費 100,000 年 1回会報発行

通信運搬費 7,000 @100 X 70 

研究調査費 3,000 調査に関する費用

会議費 10,000 定例会議・総会費

予備費 2,000 

支出合計 200,000 
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酪農乳業史研究投稿規定

(1) 本誌は日本および世界の酪農乳業発展史における （9) 字体の指定は、イタリックは下線（凶笙）、ゴシッ

生産技術、経済、社会、文化等に関する論文、研究ノー クは波線（俎起）、スモールキャピタルは二重下線

ト、調査報告、解説およびエッセイなどを掲載する。 (A!?.f)、上付き（肩付き）はV、下付きは八とする。

(2) 論文および研究ノートについては編集員会により （10) 句読点などは、「、。• ; :「」()-」を用い、行

審査を行う。その他の原稿の取り扱いについては、編 末にはみ出す句読点および括弧は行末に書く。

集委員会に一任のこと。

(3) 原稿の言語は、日本語と英語とする。論文および研

究ノートの和文原稿には、表題、著者名および所属機

関名（所在地）、次いで英文の表題、著者名、所属機

関名（所在地）および250語以内の英文要約(Abstract)

をつける。また英文原稿には末尾に和文要約をつける。

論文および研究ノートには、和文の場合には英文要約

の後に、英文の場合は所属の後にそれぞれ和文，英文

のキーワード (5ワード以内）を書く。調査報告、解

説およびエッセイなどは、この限りではない。

(4) 原稿用紙はすべて A4版とし、上下と左右に 3cm程

(11) 年号は、元号の後に可能な限り西暦を付記する。

例：明治43(1910)年

(12) 図および写真は、そのまま写真製版できるように

別葉で作成し、説明は別紙にまとめて書く。

(13) 引用文献は、本文中での引用順に片括弧付きの番

号を付して記載する。

(14) 引用文献リストは、本文の後に番号順にまとめて

記載する。

度の余白を空け、和文の場合は横書きで40字X25行、 (15) 初校は、著者が行うことを原則とする。

英文の場合は 65字X25行を標準とする。

(5) 原稿の長さは、原則として論文では刷上り 12頁以

内、ノートでは5頁以内とする。

(16) 報文の別刷代は著者負担とする。希望部数は初校

の1頁目の上欄外に朱書すること。

(17) 原稿およびそのコピー（各 1部）は、「〒252-8510

(6) 和文原稿はひらがな、新かな遣い、常用漢字を用い 神奈川県藤沢市亀井野 1866 日本大学生物資源科学

る。なお、エッセイなどは、この限りではない。 部畜産経営学研究室内 日本酪農乳業史研究会事務

局」に送付する。

(7) 本文の見出しは、章：I.・・・、節：1.・・・

項： （1)・・・、小項： 1)・・・の順とする。なお、 (18) 審査が終了した時点で、最終原稿 2部とその内容

章が変わるときは 2行、節、項が変わるときは 1行空 を記録した CDあるいは DVDを送付する。なお、調

けて見出しを書く。 査報告、解説およびエッセイなどは、この限りではな

(8) 本文を改行するときは、和文の場合 1字空け、英文

の場合は 3字空けて書く。
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酪農乳業史研究への投稿の手引き

この手引きは、酪農乳業史研究への投稿原稿の執筆の指針として投稿規定を補うためのものである。

1. 原稿は、 1)表紙、 2)本文、 3)引用文献リスト、 4)図表（説明文を含む）とする。表紙は第1頁とし、全ての原

稿用紙の下端中央部に、通し番号をつける。

2. 表紙には、表題、著者名、所属（所在地）を記入する。著者が複数の場合には、和文では氏名を「・」で区切り、

英文では「，」で区切って記し、所属が複数の場合にはそれぞれ氏名の右肩に数字 1,2,3を付して所属と対応させる。

責任者には必ず「＊」を付して脚注に Fax番号およびE-mailアドレスを書くこと。

〈和文原稿の表紙の例〉

我が国における・・・・・・・・

島村良一 l*•吉田寅ー 2. 田島純三 l ・大井聡 3

1日本酪農乳業史研究会，藤沢 252-8510 

2東北大学大学院農学研究科，仙台市 961-8555 

3信州大学大学院農学研究科，長野県南箕輪村 399-4598 

Studies on • • • • • • • • • • • 

Ryoichi Shimamura1*, Toraichi Yoshida凡JyunzoTajimal, and Satoshi Ohi3 

1Japanese Society of Dairy History, Fujisawa 252-8510 

2Graduate School of Agricultural Science, Tohoku University, Sendai 961-8555 

3Graduate School of Agricultural Science, Shinshu University, 

Minamiminowa-mura, Nagano 399-4598 

＊連絡者(fax:0466-84-3648, e-mail: shimamura@brs.nihon-u.ac.jp) 

〈英文原稿の表紙の例〉

Studies on • • • • • • • • • • • 

Ryoichi Shimamur~、1*, Toraichi Yoshida汽JyunzoTajimal, and Satoshi Ohi3 
1 Japanese Society of Dairy History, Fujisawa 252-8510 

2Graduate School of Agricultural Science, Tohoku University, Sendai 961-8555 

3Graduate School of Agricultural Science, Shinshu University, 

Minamiminowa-mura, Nagano 399-4598 

*Corresponding author (fax: 0466-84-3648, e-mail: shimamura@brs.nihon-u.ac.jp) 

3. 表題

表題は、論文内容を的確に、そして簡潔に表現する。

4. 著者の所属機関とその所在地

著者全員の氏名、所属機関および部局、その所在地を記述する。所在地は、郵便物が正確に配送される範囲とし、

最後に郵便番号を記述する。

5. Abstractは、要点を 250語以内で簡潔明瞭に表現する。
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6. 引用文献リストは、下記の例にならって作成する。

(1)和文雑誌の場合

細野明義(1994):畜産物利用に関する研究の動向2一乳酸菌関係，日本畜産学会報，匝(1),pp.81-83. 

(2)欧文雑誌の場合

Nott, S.B, D.E. Kauffman, and ].A. Specher (1981): Trends in the Management of Dairy Farms Since 1956, ~ 

DaJけSc]・ence，赳，pp.1330-1343.
(3)和文書籍の場合

足立 達 (2002)：乳製品の世界外史一世界とくにアジアにおける乳業技術の史的展開ー，東北大学出版会， 198p.

(4)欧文書籍の場合

Jacobson, R.E.(1980): Changing Structure of Dairy Farming in the United States: 1940-1979. ESPR-3, Ohio State 

University, Columbus, pp.63-110. 

7. 図

図は 1つごとに別葉に作成する。写真は因として取り扱う。図中の数字、説明語はコンピューターを用いて、出

来上がり縮尺を考えて記入すること。図は図 1、図 2のように通し番号を付け、代表者名、希望する縮尺を右下端

に鉛筆で記入すること。タイトルは、図の内容を適切に示すものとし、説明は本文を参照しなくてもわかる程度に

簡潔に記すこと。図の説明文は、図とは別の用紙にまとめて記載する。英文のタイトルは、最初の文字のみを大文

字とし、最後に「．」を付ける。

8. 表

表は1つごとに別葉に作成し、表は横罫線のみを用い、縦罫線は用いないこと。表の上部には「表 1」のように

アラビア数字で番号を付け、内容を適切に表すタイトルを付ける。英文のタイトルは、最初の文字のみを大文字と

し、最後に 「．」を付ける。
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FAX、郵送または E-mailでご連絡下さい。

日本酪農乳業史研究会入会届

平成 年 月 日

ふりがな

1.氏 名

生年月日 年 月 日

2.所属機関

T 

TEL FAX 

E-mail 

3. 自 宅 T 

TEL FAX 

E-mail 

4.会報送付先 ア．勤務先 イ． 自宅

5. E-mailでの

連絡の可否
ア．可 イ．否

6.研究会名簿
A.勤務先名一—--―ーア．可 イ．否

公表の可否
B. 所在地―---—ア．可 イ．否

C. 自宅住所ー＿＿＿＿―- ア．可 イ．否

7. その他連絡事項

4、5、6、については該当する項目の記号を0で囲んでください。

連絡先 〒252-0813 神奈川県藤沢市亀井野 1866 日本大学生物資源科学部畜産経営学研究室内

日本酪農乳業史研究会事務局 小泉聖一

TEL.FAX 0466-84-3648 

E-mai I koizumi@brs. nihon-u. ac. jp 
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編集後記

世界の牧草地 308ヶ所で8510頭の牛を調査したところ、草を食たり休息している時は、南か

北の方向をむいていたという。そして、「地磁気を感知しているのではないか」と指摘されてい

る（ドイツとチェコの研究チームが米科学アカデミー紀要に発表）。私たちが生業とする牛は本

当に神秘の家畜（哺乳動物）である。

企業が生き伸びるため、最近、旧海軍の料理本のレシヒ°ーに基づくカレーやコロッケ。昔な

がら「かまど炊き」を再現した炊飯器など、多くの「古くて新しい」アイデアが企業の革新を

狙っている。温故知新は創造的の知恵である。

「酪農乳業史研究」の創刊号が関係者のご協力により発刊する事ができました。先人が培っ

てきた酪農乳業史を再認識するため、活字にする重要性を多くの方より提唱していただいた。

当研究会が酪農乳業史の研究を進めにあたり本誌は第一歩である。引き続きご指導ご鞭撻をお

願いする次第であります。

この度、本誌にご寄稿をいただきました執筆者におかれましては、この場をお借りして厚く

お礼を申し上げます。 （乳太郎）

酪農乳業史研究（創刊号）

平成 20(2008)年 10月31日

編集•発行

日本酪農乳業史研究会

252-0813 神奈川県藤沢市亀井野 1866

日本大学生物資源科学部畜産経営学研究室内

TEL&FAX 0466-84-3648 

郵便振替口座 00270-8-66525 

印刷 佐藤印刷株式会社

150-0001 東京都渋谷区神宮前2-10-2

TEL 03-3404-2561 FAX 03-3403-3409 
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カラダ元気
元気！↓

元気R素m
まり牛9LLでしょ！！

産業の中に文化あり

「医食同源」

安心•安全な牛乳・乳製品を通じ社会に貢献します。

l'’ ’ ’l l 

I口綸

1111111111111 

◎トモヱ乳業株式会社
本社・基幹工場：〒306-0235 茨城県古河市下辺見 1955

TEL : 0280-32-11 l l（大代表）
FAX: 0280-32-4192 

第2工場 ：〒306-0024 茨城県古河市幸町23-20
牛乳博物館 ：本社構内

トモヱ自然塾 ：〒309-1346 茨城県桜川市中里262

代表取締役社長 ヰl83 1菱男3（名誉博士（経営学））

II II II II II I9 1’ ’’’’ 

牛乳博物館 ：世界150ヶ国で収集した酪農・乳業

に関するコレクションの展示。
（無料・予約必要）

トモヱ自然塾：家畜の放牧場 (1万坪）をもった

多目的研修施設。（宿泊設備有）

＇
血
・
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